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１ 本事業の目的・内容 

（１）目的 

本事業の目的は、食品関連事業者から発生する食品ロスの削減を促進するた

めに今後有効と考えられるフードバンク活動について、運営上の課題を整理す

るに当たって、国内でフードバンク活動を行っている団体の実態調査を行うこ

とである。 

 

（２）事業内容 

① 事業目標 

 国内でフードバンク活動を行っている団体の実態を把握し、フードバンク

活動についての運営上の課題を整理することである。 

 

 ア 国内でフードバンク活動を行っている団体の実態を提示する 

・ 新たに活動を開始したフードバンクを含め、現在国内でフードバンク活

動を行っている団体を把握する。 

・ 現在国内でフードバンク活動を行っている団体を対象に調査を行い以

下の項目等を把握する。 

 活動状況の概要（例：活動団体数、活動内容・活動規模（取扱品目、

取扱量等） 

 運営の状況（例：契約整備、衛生管理、トレーサビリティ確保等）

課題とその対応（例：活動資金の確保、提供食品の確保、運営水準

向上の取組、スタッフの確保・育成、行政との連携等） 

 現在、食品提供を受けている食品関連事業者、およびその他事業者

に関する情報 

 農林水産省が公表している「フードバンク活動における食品の取扱

い等に関する手引き」の認知・活用度、活用方法等 

 その他 

 

 イ 一連の調査結果から、フードバンク活動についての運営上の課題をとり

まとめ、提示する。 

② 調査研究の実施内容 

 

ア フードバンク活動団体の把握 

現在国内でフードバンク活動を行っている団体を、文献調査、デスクリサー

チ、関係者ヒアリング等により把握した。 



 

 

 

イ フードバンク実態調査の実施 

現在国内でフードバンク活動を行っている団体の実態と、フードバンク活動

についての運営上の課題に関する情報、「フードバンク活動における食品の取

扱い等に関する手引き」の認知・活用等に関する情報をアンケート調査、ヒア

リング等により収集し、得られた情報・知見をとりまとめた。 

 

 

  

 

 

 

 

 

  



 

 

２ 事業の実施結果 

（１）「フードバンクの活動状況」に関するアンケート結果報告 

現在国内でフードバンク活動を行っている団体の実態と、フードバンク活動

についての運営上の課題に関する情報等、フードバンク実態調査の結果を以下

に示す。 
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「フードバンクの活動状況」に関する
アンケート等 調査結果報告

令和２年３月
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Ⅰ 調査の概要

© The Distribution Economics Institute of Japan  無断転載を禁ず

調査概要

1. 調査の目的

現在国内でフードバンク活動を行っている団体の実態、フードバンク活動についての運営上の課題
に関する情報、および「フードバンク活動における食品の取扱い等に関する手引き」の認知・活用
等に関する情報をアンケート調査等により収集し、得られた情報・知見をとりまとめた。

2. 対象者

令和元年６月～７月にかけ、弊所が同時点で活動実態があることを把握した全国のフードバンク
〔（認定）特定非営利活動法人、任意団体、生協、社会福祉法人等〕

3. 調査依頼数 142団体

4. 回答数 116団体（回収率81.7%）

5. 実査期間 令和元年６月24日（月）～令和２年１月31日（金）



© The Distribution Economics Institute of Japan  無断転載を禁ず

Ⅱ アンケート結果
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１．フードバンクの属性
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１．フードバンクの属性

（１） 法人格

N=116

• フードバンクの６割はNPO法人（認定NPO法人約１割を含む）である。
• 約１割が、社会福祉法人であり、１割強がその他の法人（一般社団法人、生活協同組合等）、及
び地方公共団体が運営するフードバンクである。

• ２割は法人格のない任意団体である。

認定NPO法人, 9団

体, 8%

NPO法人, 60団体, 

52%

社会福祉法人, 10

団体, 8%

一般社団法人, 8団

体, 7%

生活協同組合, 2団

体, 1%

地方公共団体, 2団

体, 2%

公益社団法人, 1団

体, 1%

学校法人, 1団体, 

1%

法人格のない団体, 

23団体, 20%
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１．フードバンクの属性

（２） 所在地

N=1１6

• フードバンクは44都道府県で1団体以上が活動しており、全国に存在している。
• エリア別では関東（37）、都道府県別では、東京都（９）、北海道（９）、神奈川（８）が多い。

※エリアの内訳

北海道エリア, 

9団体, 8%
東北エリア, 

12団体, 10%

関東エリア, 

37団体, 32%

北陸エリア, 7

団体, 6%

東海エリア, 8

団体, 7%

近畿エリア, 

13団体, 11%

中国エリア, 

12団体, 10%

四国エリア, 3

団体, 3%

九州・沖縄エ

リア, 15団体, 

13%
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１．フードバンクの属性

（３） フードバンク活動の開始時期

※回答116団体の内、活動開始年を回答しなかった団体については、次の処理に基づき活動開始年としている（１ 前回調査で回答していれば、その回答内容を適用した。 ２ 前回調査の対象外
だった団体は、「団体の設立時期」の回答年を「活動開始年」とした）。

N=116

• 2007年以前に活動していたのは6団体であったが、2008年～2015年には49団体が活動を開始。
2016年以降も61団体が活動を始めており、国内のフードバンク数は増加が続く。

• 活動を開始して２～３年の2016年以降の活動開始団体（61団体）が全体の半分強を占めている。

2007年以

前, 6団体, 

5%

2008年～

2015年, 49

団体, 42%

2016年以

降, 61団体, 

53%

フードバンク活動の開始時期

1 2 3 4 4 4 4 6 12 15 17
24

31
41 47

55

80
89

107
116

0

20

40
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100

120

140

団
体
数

国内のフードバンク団体数は増加が続く

© The Distribution Economics Institute of Japan  無断転載を禁ず

１．フードバンクの属性

（４） スタッフ総数

* 無回答２件、無効回答６件を除く（N＝108）。
* 「スタッフ総数」：団体代表者、常勤スタッフ、非常勤スタッフを含む活動に関わるスタッフの総人数。
また、社会福祉協議会やフードバンク事業以外の事業も手掛けるNPO法人のうち、本設問に対して、「全職員数」を回答したと見られる４件は除外した。

N=108

• スタッフ総数が「5人以下」、「6～10人」、および「11～20人」の団体が約３割ずつを占める。
• スタッフ総数が「21人以上」の団体は１割である。
• 最少団体のスタッフ総数は１人、最大団体は90人である。

１団体あたりスタッフ数
• 最少：１人
• 最多：90人
• 平均：11.7人

５人以下, 35団

体, 32%

６人～10人, 

31団体, 29%

11人～20人, 

32団体, 29%

21人～30人, 

3団体, 3%

31人～40人, 

4団体, 4%

41人～50人, 

1団体, 1%

51人以上, 2団

体, 2%
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１．フードバンクの属性

（５） 常勤/有給スタッフのスタッフ総数に占める割合

N=99

• 常勤スタッフ／有給スタッフがいない団体が４割強～５割強を占めている。
• 常勤スタッフ／有給スタッフの比率が40%超の団体が25％強あった。
• 常勤スタッフ比率100％の団体が１割強、有給スタッフ比率100％の団体が２割弱あった。

N=99

0％, 40団体, 

41%

0％～20％, 

21団体, 21%
20％～40％, 

13団体, 13%

40％～60％, 

6団体, 6%

60％～80％, 

7団体, 7%

80％～100％, 

1団体, 1%

100％, 11団

体, 11%

常勤スタッフ比率

0％, 50団体, 

51%

0％～20％, 

16団体, 

16%20％～40％, 

6団体, 6%

40％～60％, 

4団体, 4%

60％～80％, 

2団体, 2%

80％～100％, 

4団体, 4%

100％, 17

団体, 17%

有給スタッフ比率

* 「常勤スタッフ比率」：各団体において、週32時間以上勤務するスタッフの人数が、スタッフ総数に占める割合。
* 「有給スタッフ比率」：各団体において、有給スタッフの人数が、スタッフ総数に占める割合。
* 「常勤スタッフ比率」、「有給スタッフ比率」の算出に必要な項目のいずれかが無回答等のために、算出できなかった団体を除く（N=99）。
*円グラフのデータラベルのうち、「0％～20％」～「60％～80％」は「0％超～20％以下」～「60％超～80％以下」を、「80％～100％」は「80％超～100％未満」を示す。
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１．フードバンクの属性

（６）国内ネットワーク組織への加盟状況

N=116

• フードバンクの国内ネットワーク組織への加盟状況は、一般社団法人全国フードバンク推進協議
会が最多で31団体が加盟。次いで一般社団法人ジャパン・フードバンク・リンクに15団体、公益
財団法人日本フードバンク連盟に12団体、それぞれ加盟している。

• ３つのネットワーク組織への加盟団体数は合計57団体（のべ）であり、加盟率は50.0％である。

31団体

15団体
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国内ネットワーク組織への加盟状況
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１．フードバンクの属性

（７）提供食品の受取基準

N=113

• 提供食品の受取基準は、「賞味期限が１ヶ月以上残っているもの」と設定しているフードバンクが
最も多く、５割強を占めている。

• これよりも厳しく「賞味期限が３ヶ月以上残っているもの」を基準とする団体の構成比が６％、「賞
味期限が２ヶ月以上残っているもの」を基準とする団体は１割強である。

• 一方、できる限り食品を捌くことに努める方針のもと、「賞味期限が１週間以内であっても、賞味
期限までの日数が残っているもの」という基準で運営しているフードバンクも２割強ある。

• 「その他」は、おもにケースバイケースで受け取るかどうか判断しているフードバンクである。

* 無回答３団体を除く（N＝113）。

賞味期限が３ヶ月以上残って

いるもの, 6団体, 5%

賞味期限が２ヶ月以上残っ

ているもの, 15団体, 13%

賞味期限が１ヶ月以上残っている

もの, 58団体, 51%
賞味期限が２週間以上残って

いるもの, 2団体, 2%

賞味期限が１週間以上残っ

ているもの, 3団体, 3%

賞味期限が１週間以内であっても、賞

味期限までの日数が残っているもの, 

21団体, 19%

その他, 8団体, 7%
提供食品の受取基準
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１．フードバンクの属性

（８）取扱品目

N=113

• フードバンクで最も扱われている食品は「常温加工食品（ドライ）」で、取扱率はほぼ100％である。
次いで「農産物・米」が多く、８割強の団体が扱っている。ただし、米のみを扱い、野菜を扱ってい
ない団体もある。

• ５割強の団体が、「パン・弁当・惣菜」を扱っている。
• ４割を超える団体が、「冷凍加工食品（フローズン）」、「冷蔵加工食品（チルド）」を扱っているが、
５割には満たない。

• 「水産物・畜産物」の取扱いが最も少なく、２割強の団体が扱っている。

* 無回答３団体を除く（N＝113）。
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２．フードバンクの
食品取扱状況
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食品取扱量 1団体当たり食品取扱量

２．フードバンクの食品取扱状況

（１） フードバンクの食品取扱量

• フードバンクの2018年の食品取扱量は2,850トン（取扱量の回答のあった76団体の合計）であった。
• 食品取扱量の対前年比は、2017年が118％、2018年が127％である。
• １団体当たり食品取扱量は、30トン台でほぼ横ばいに推移している。

* 各年の（ ）内数値は、取扱量の回答のあったフードバンク数。各年とも無回答、及び取扱量「０」回答のフードバンクは、集計対象外とした。

118％

127％
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10トン以下, 44団

体, 53%
10トン超～50ト

ン以下, 24団

体, 29%

50トン超～100トン

以下, 6団体, 7%

100トン超, 9団体, 

11%

2018年 食品の取扱量別団体数

（他のフードバンクからの提供分は含まず）

２．フードバンクの食品取扱状況

（１） フードバンクの食品取扱量－食品の取扱量別 団体数

• 取扱量10トン以下のフードバンクの構成比は５割強である。
• 取扱量が10トン超～50トン以下の構成比が３割弱である。
• 取扱量が50トン超～100トン以下の構成比が１割弱である。
• 取扱量が100トン超の構成比が１割強である。

N=83

* 各年の（ ）内数値は、取扱量の回答があったフードバンク数。各年とも無回答、及び取扱量「０」回答のフードバンクは、集計対象外とした。
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２．フードバンクの食品取扱状況

（１） フードバンクの食品取扱量－フードバンクの食品の取扱量の変化

*各年ごとに前年比較のできるサンプルのみ集計。

• 2017年は約84％のフードバンクが、2018年は約76％のフードバンクが食品の取扱量（他のフード
バンクからの提供分を含まず）を増やした。

• 両年とも、食品取扱量を増やした団体の過半数以上で、対前年110％以上の増加となっている。
• 「前年比110％以上」のフードバンクの構成比は、2017年の67％から、2018年は49％に低下した。

* 各年の（ ）内数値は、集計対象フードバンク数。各年とも無回答、及び取扱量「０」回答のフードバンクは、集計対象外とした。
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食品提供者の種別（複数回答）

2016年度調査結果（73） 2019年度調査結果（116）

N.C.

２．フードバンクの食品取扱状況

（２） 食品提供者の種別（複数回答）

• 食品関連事業者の業種別に見てみると、農家、製造業者、小売業者、生協、卸売業者の順に提供を受け
ている割合が高い。

• また、「他のフードバンク／フードバンク全国組織」から提供を受けている団体は約７割である。
• 2016年度調査結果と比べ、各提供先からの提供率はいずれの業種等においても高まっている。

*各年の（ ）内数値は、集計対象フードバンク数。
* グラフは、2019年の回答率の降順。
* 「サービス業者」とは、食品を提供するサービス業である葬祭場、パチンコ業者等である。
* ここでの「社会福祉諸団体」とは、行政機関、社会福祉協議会、フードバンク以外のボランティア組織、寺院、教会等を指す。
* 「フードドライブ」は、個人の団体への持ち込み、フードライブボックスからの回収、行政・企業・学校等が主催し行われ集められて提供されたもの等の全てを含む。
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2016年度調査結果（73） 2019年度調査結果（116）

２．フードバンクの食品取扱状況

（３） 食品受取先の種別 （複数回答）

• 食品受取先は、「子ども食堂」 「生活困窮者支援（個人支援、生活困窮者支援団体）」「地方公共団体・社会福祉協議会
等」 「児童養護施設」が６割超と多い。

• 「他のフードバンク／フードバンク全国組織」 への提供を行っている団体は６割である。

• 「子ども食堂」「他のフードバンク／フードバンク全国組織」「個人支援」は2016年度調査から２割以上も回答
率が上昇するなど、受取先構成は変化し、フードバンクの活動のあり方も変化していると考えられる

*各年の（ ）内数値は、集計対象フードバンク数。
* グラフは、2019年の回答率の降順。
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N=112

２．フードバンクの食品取扱状況

（４） 食品の取扱方法 （複数回答）

• ８割弱のフードバンクが「在庫型」の食品取扱を行っている。
• ５割弱のフードバンクは「クロスドッキング型」の食品取扱を行っている。
• ３割のフードバンクは、配送費がかさむ「引取・配送型」の食品取扱を行っている。
• ２割強のフードバンクは、配送負担のない「仲介型」の食品取扱を行っている。

食品の取扱方法 内容

在庫型 フードバンクが倉庫を持ち、食品提供者から受け入れた食品を在庫し、食品受取先へ配送する方法

クロスドッキング型 フードバンクが提供された食品を拠点に受け入れ、集約・仕分けし、食品受取先がそこまで引き取りにくる方法

引取・配送型 フードバンクが、食品提供者に出向いて食品を受け取り、食品受取先へ配送する方法

仲介型 フードバンクは、食品提供数と食品受取先の受取数の調整・連絡等の業務に特化し、食品受取先が食品提供者まで引き取りに出向く方法
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*無回答者は集計から除外。
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２．フードバンクの食品取扱状況

（４） 食品の取扱方法 （複数回答） － 図解：食品の取扱方法によるフードバンクの分類

引取・配送型
（倉庫を使わず、
直接配送）

クロス

ドッキング型
（拠点に集約
して出荷）

在庫型
（倉庫で保管し、
必要に応じて配送）

食品提供
事業者

福祉施設等

福祉施設等

福祉施設等

ﾌｰﾄﾞﾊﾞﾝｸ
（拠点）

ﾌｰﾄﾞﾊﾞﾝｸ
（倉庫）

• 食品提供事業者から、フードバンクが派
遣したスタッフが食品を受け取り、そのま
ま福祉施設等まで配送する方法

• 小規模なフードバンクや、狭いエリア内
での活動（短時間で配送）に向いてい
る

• 受け入れた食品を一時的にフードバンク
（本部などの拠点）に集約し、仕分けを
してから配送する方法

• 配送の効率化（外部への委託など）や、
受取先に応じた仕分けが可能

• フードバンクが倉庫を持ち、食品提供事
業者から受け入れた食品を在庫として保
管しながら受取先へ配送する方法

• 取扱い規模の拡大に加え、品質管理や
データ管理がしやすいメリットがある

（在庫として保管）

（一時保管・仕分け）

ﾌｰﾄﾞﾊﾞﾝｸ
（スタッ
フ）

食品提供
事業者

食品提供
事業者

他地域の倉庫

出所：流通経済研究所の平成29年度ヒアリング調査、をもとに流通経済研究所作成。

仲介型
（輸配送は行わず、
仲介・調整に重点化）

福祉施設等食品提供
事業者

• 輸配送は福祉団体等に委託、フードバン
クは調整等に特化。運営費低減が可能。

• 提供企業が小売業の場合、生鮮品など
を提供しやすくなる。

引取

• 取扱食品や、団体規模などに応じて、主として4つのパターンがあります。
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N=116

２．フードバンクの食品取扱状況

（５） 保管設備の保有状況

• ９割強のフードバンクが、「常温食品の保管設備」を保有している。
• 一方、「冷蔵・チルド食品の保管設備」「冷凍食品の保管設備」を保有しているフードバンクは
約５割である。
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２．フードバンクの食品取扱状況

（６） 食品の輸送手段

• ３温度帯（常温・冷蔵・冷凍）別では、常温食品の輸送手段の設問回答率が高く、冷蔵・チルド
食品、及び冷凍食品の回答率が低い。

• ３温度帯とも、最も回答率が高い輸送手段は「スタッフの個人車両」で、次いで「団体所有車
両」「運送会社への委託」「借上げ車両」の順となっている。

• 団体所有車両で輸送を実施しているのは、常温食品は55％、冷蔵・チルド食品、及び冷凍食
品は２割弱である。

* （ ）内の数字は本設問への回答者数である。回収数は116だが、本設問に対する無回答を除外し、集計している。
* 「借上げ車両」は、レンタカー、連携機関等（社協等）の車両、食品提供先の車両、他のフードバンクの車両を含む。
* 「運送会社への委託」は、宅配便、郵送を含む。
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３．関係者間のルールづくり・
オペレーションの状況

© The Distribution Economics Institute of Japan  無断転載を禁ず

N=114

３．関係者間のルールづくり・オペレーションの状況

（１） 食品提供者との契約書・合意書の締結状況

• 契約書・合意書を「すべての食品提供者との間で交わしている」フードバンクは、４割である。
• 回答した114団体中、７団体は、食品提供者と契約書・合意書を締結していない。

* 無回答２団体を除く。

すべての食品提供者と

の間で交わしている, 

45団体, 40%

一部の食品提供者と

の間で交わしている, 

62団体, 54%

交わしていない, 7団体, 6%

食品提供者との契約書・合意書の締結状況
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３．関係者間のルールづくり・オペレーションの状況

（２） 食品提供者との契約書・ 合意書の内容（複数回答）

• 食品提供者とフードバンクが締結している契約書・合意書の約９割以上で、 「フードバンクにおける転売等の
禁止・提供食品の品質管理」「提供食品の品質に関わる責任の所在」「食品提供者における提供食品の品質
確保」に関する内容が盛り込まれている。

• 一方、「フードバンクにおける提供食品の取扱記録の保存、食品提供者への結果報告」 「提供食品に係る事
故発生時の対応」は約８割、 「提供食品の食品受取先の範囲」「食品受取先での提供食品の情報の取扱い
（※）」「契約書または合意書の有効期間」は２／３以下にとどまっている。

N=107

*契約書・合意書未締結の７団体、及び無回答２団体を除く。
（※）食品を受け取る団体及び個人での提供食品に係る情報の公表や取材時の取扱い等。
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３．関係者間のルールづくり・オペレーションの状況

（３） 食品受取先との合意書の有無

• 合意書を「すべての食品受取先との間で交わしている」フードバンクは、５割強である。
• ２割弱の団体は、食品受取先と合意書を交わしていない。食品提供者との状況と比べ、取り
交わしを徹底する余地がある。

• 無回答5団体を除く。

N=111

すべての食品受

取先との間で交

わしている, 57

団体, 51%

一部の食品受

取先との間で交

わしている, 33

団体, 30%

交わしていない, 

21団体, 19%

食品受取先との合意書の有無
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３．関係者間のルールづくり・オペレーションの状況

（４） 食品受取先との合意書の内容

• 食品提供者とフードバンクが締結している契約書・合意書の約９割以上で、「食品受取先での提供食品の保
存方法、消費／賞味期限の厳守」「転売の禁止又は制限に関する事項」「フードバンクにおける提供食品の品
質確保」「提供食品の品質に関わる責任の所在」「提供食品に係る事故発生時の対応」に関する内容が盛り
込まれている。

• 一方、 「食品受取先での提供食品の情報の取扱い」 「食品受取先内での提供食品の取扱情報の記録・保存、
結果報告」「合意書の有効期間」は約６割～７割にとどまっている。

N=91

*合意書を取り交わしていない21団体、及び無回答４団体を除く。
（※）食品を受け取る団体及び個人での提供食品に係る情報の公表や取材時の取扱い等。
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３．関係者間のルールづくり・オペレーションの状況

（５）食品提供者から事前提供されている提供食品に関する情報（複数回答）

N=112

*無回答４団体を除く。

• ８割以上のフードバンクが、食品提供者から「引渡日・時間」「引渡場所」「消費期限、賞味期限」「商品名称、
数量」に関する事前情報提供を受けている。

• ５割強～約６割のフードバンクが、食品提供者から「保存方法・保存上の注意点」 「重量（一単位あたり）」「温
度帯」に関する事前情報提供を受けている。

• 一方、 「アレルゲン等に関する事項」 「外寸（一単位あたり）」「食品の写真」は３割台にとどまっている。
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３．関係者間のルールづくり・オペレーションの状況

（６）食品提供者から商品を授受する際の連絡手段（複数回答）

N=114

• 無回答２団体を除く。

• ７割弱のフードバンクが、食品提供者から商品を授受する際の連絡手段として「メール」を利用している。
• 次いで多いのが「電話」で６割弱である。
• FAXの利用は２割弱、SNSが４％、引取時／提供者の来所時に相対でやりとりするケースが３％、自団体もし
くは他団体が開発したオンライン受発注システムを活用している団体が２％ある。

• その他、定期的な提供形態のため、都度の事前連絡を行わないケースも２％見られた。
• なお、１回の商品授受に対し、「メール」＋「電話」、「FAX」＋「電話」といった具合に、複数の手段を組み合わ
せるケースも一定程度あると見られる。
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食品提供者から商品を授受する際の連絡手段（複数回答）
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３．関係者間のルールづくり・オペレーションの状況

（７）食品受取先と商品を授受する際の連絡手段（複数回答）

N=107

*無回答９団体を除く。

• ６割のフードバンクが、食品受取先と商品を授受する際の連絡手段として「電話」を利用している。
• 一方、次いで多いのが「メール」で６割弱である。
• FAXの利用は２割強、SNSや、引取時／提供者の来所時に相対でやりとりするケースが１割弱、その他、定
期的な提供形態のため、都度の事前連絡を行わないケースも３％見られた。

• 自団体もしくは他団体が開発したオンライン受発注システムを活用している団体が２％ある。

• 「食品受取先と事前に情報のやりとりをほぼ行わない」との回答や、「行政が仲介しているため、食品授受の
やりとりは基本的には、行政と個人世帯の間で行われている」との回答も見られた。
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食品受取先と商品を授受する際の連絡手段（複数回答）



© The Distribution Economics Institute of Japan  無断転載を禁ず

３．関係者間のルールづくり・オペレーションの状況

（８）食品授受のやりとりにおける課題（自由回答）

N=32

*任意の自由回答形式の本設問に回答した32団体の意見を、分類・整理し、集計した。

食品授受のやりとりにおける課題についての任意自由回答式でたずね、回答を分類・集計した結果、「需給マッチング」「作業負
担」「スタッフ確保・育成」に関わる意見が多かった。自由回答を全５項目に分類したが、各項目の具体的意見は以下の通り。
• 「需給マッチング」

• 食品受取先が必要とする食品の不足、賞味期限残日数の短い食品や野菜・精米等の入荷時の対応・受入判断、食品入荷量が直前まで判
明しないこと、食品提供先の希望食材の把握

• 「スタッフ確保・育成」
• スタッフの不足による配送・連絡業務の負担、捌ききれない事態の発生、稼働可能時間の制約、オペレーション水準の確保、作業の均質化

• 「作業負担」
• 個人の食品受取先と連絡がとりづらいこと、食品に問題があった際の責任の所在をめぐる事態収拾、授受日・時間帯の調整、企業ごとに商
品授受の手続き・システムが異なること、連携機関でSNSの業務利用が禁じられ連絡手段として使えないこと、衛生管理の作業負担保管コ
スト、オペレーション水準の確保、作業の均質化、食品提供者・食品受取先のデジタル化が遅れアナログな作業を強いられること

• 「設備・輸送手段の不足」
• 大量出荷時のトラック手配、自前の輸送車両の確保、自前保管設備の確保

• 「コスト」
• 食品提供者への引き取りおよび食品受取先に届けるために生じるガソリン代、追加的なボランティアの人件費、ならびに保管コスト
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提供食品の内

容・量等を勘案

し、自団体の

判断で、食品

の受取先・配

分を決定して

いる, 78団体, 

70%

自団体のみでは

判断せず、提供

食品の内容・量

等を全ての食品

受取先に連絡し

たうえで、配分を

調整・決定して

いる, 25団体, 

22%

その他, 9団体, 

8%

提供食品と食品受取先のマッチング方法

３．関係者間のルールづくり・オペレーションの状況

（９）提供食品と食品受取先のマッチング方法

N=112

• ７割のフードバンクは、提供食品の内容・量等から、自団体で判断し、食品受取先への配分を決定している。
• ２割強のフードバンクは、自団体のみでは判断せず、提供食品の内容・量等を、全ての食品受取先に連絡し
たうえで、配分を調整・決定している。

• １割弱のフードバンクは、マッチングに関与しなかったり、上位２つを組み合わせた方法を採用している。

*無回答４団体を除く。

＜「その他」と回答した９団体のコメント＞
• 当団体が定期的に受取先の実績データから受取先・配分を試算し

ておき、各受取先とのコンタクト時に需要量を聞き、できる限り応え
るよう調整する。

• 提供食品の内容と量によって、自団体のみで配分を決める場合と、
食品提供量を全食品受取先に連絡した上で配分を決める場合があ
る。

• 事前に当団体で配分を決める食品と、その場で要望を確認して数
量を決める食品の２種類に分けて対応している。

• ホームページに提供一覧表を公開（登録された支援先のみが閲覧
可能）。

• 新規多量の入庫時にはメーリングリストとホームページで連絡し、支
援団体が分別。

• 賞味期限の短い食品を大量に寄贈された場合、施設等へ連絡し配
分を調整している。

• 個人支援の場合、生活就労支援センターからの家族の状況等の情
報より判断し、個別に郵送する内容を決める。こども食堂などの支
援の場合、提供可能食品リストを示し、申込みを受けて配分する。

• 個人支援の場合、家族構成・人数を連絡してもらい、必要量を勘案
して寄贈している。

• 食品受取先が倉庫で食品を見て必要なものを持って帰る。基本的
にフードバンクはマッチングをしていない。
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食品受取先について把握している情報（複数回答）

３．関係者間のルールづくり・オペレーションの状況

（10）食品受取先について把握している情報（複数回答）

N=113

*無回答３団体を除く。

• ９割弱のフードバンクが、「食品受取先施設内の利用者数」を把握している。
• 次いで「受け取り方法の希望」、 「受け取り可能な食品の種類（常温、チルド、生鮮品等）」、「食品受取先施設

の利用者の年齢構成」、「受取可能な残存賞味期間・消費期間」が多く、約７割～約８割のフードバンクが情報
を把握している。

• 「アレルゲン等に関する事項」は、フードバンクの情報把握率は４割強と低い。なお、「アレルゲンについては、
来所時に食品を本人に選択してもらうことで対応しており、直接把握はしていない」とする団体も見られた。

＜「その他」と回答した５団体があげた要素＞
• 食品支援の緊急性
• 貧困に至った経過
• 現在のライフライン状況
• 年収
• 年金受給の状況
• 手持ち金
• 生活保護状況
• 就学援助の有無
• 食品受取先施設の概要（パンフレット入手）
• 関係機関
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４．品質衛生管理の実施状況
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４．品質衛生管理の実施状況

N=113

*無回答３団体を除く。

• 品質衛生管理の実施状況については、「食品を床に直置きしない等」、「提供食品の受取時および配送時の
安全性確認（包装破損チェック等を実施）」、「定期的な清掃、害虫の侵入防止策の実施」の実施率は約９割で
ある。

• 「食品保管施設への関係者以外の立ち入り禁止」、「保存する食品の種類に応じた温度管理」、「団体の実情
にマッチした手順書の作成」 、「食品取扱者の体調チェック等」 、「食品衛生に関する研修等の定期実施（受
講を含む）」は約４割～約７割の団体で実施されている。

• 一方、「食品保管室、冷蔵庫等の温度測定・記録」、「第三者による衛生管理監査の定期実施」の実施率は２
割弱～３割弱と低い。

• その他の取組として、「保健所の指導の受け入れ」、「スタッフの食品衛生責任者の認定取得促進」などが挙
げられた。フードバンク事業に携わるスタッフ全員が食品衛生責任者の認定を受けている団体も見られた。
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品質管理の実施状況（複数回答）
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５．食品取扱情報の記録・保存
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N=111

５．食品取扱情報の記録・保存

（１） 食品取扱情報の追跡の可否

• ８割強のフードバンクが、食品の取扱い記録を作成・保存しており、食品の追跡ができる。
• 一方で、２割弱のフードバンクは、食品の取扱い記録を作成・保存しておらず、食品の追跡ができ
ない。

*無回答５団体を除く。

食品の取扱い記録を作

成・保存しており、食品の

追跡ができる, 91団体, 

82%

食品の取扱い記録を作成・

保存しておらず、食品の追

跡ができない, 20団体, 18%

食品取扱情報の追跡の可否
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食品取扱の記録情報（複数回答）
N=93

• 食品取扱情報の追跡が可能であると回答したフードバンクの８割以上が、食品取扱情報の保存のため「食品受
取先の名称」、 「重量」、 「入出荷数量」 、「消費期限または賞味期限」 、「入出荷年月日」、「食品提供者の名
称」、「商品名称」を記録している。

• 食品取扱情報の追跡が可能であると回答したフードバンクの７割強が、「食品受取先への引き渡し場所」 、「食
品の提供を受けた場所」を記録している。

• 食品取扱情報の追跡が可能であると回答したフードバンクで「加熱を要するか等、安全性に重要な影響を及ぼ
す事項」、「アレルゲン」、「提供食品受取時の品温」、「外寸」を記録している割合は４割未満である。

５．食品取扱情報の記録・保存

（２）食品取扱の記録情報の種類

* 前設問で「食品の取扱い記録を作成・保存しておらず、食品の追跡ができない」と回答した団体、及び本設問の無回答団体計23団体を除く。
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N=94

• 食品取扱情報の追跡が可能であると回答したフードバンクの７割強が、情報の記録方法として「Excel」を使用している。
• また、食品取扱情報の追跡が可能であると回答したフードバンクの６割強は「管理台帳」を使用している。
• 食品取扱情報の追跡が可能であると回答したフードバンクの２割弱では、 「Excel」 以外の「データ管理システム」を使
用している。

• その他の方法としては「伝票の保管」、「写真撮影」、 「バーコードを活用した管理」との回答があった。「写真撮影」と回
答したフードバンクは「食品受取先への提供量が多いと記録が大変になるために写真撮影を採用した」としている。

• なお、食品取扱情報の追跡が可能であると回答したフードバンク91団体のうち、43団体は、下掲の４つの方法の２つ以
上を併用している。48団体は、１つの方法でのみ情報を記録している。

５．食品取扱情報の記録・保存

（３）食品取扱情報の記録方法

* 前設問で「食品の取扱い記録を作成・保存しておらず、食品の追跡ができない」と回答した団体と、本設問の無回答団体計22団体を除く。
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食品取扱情報の記録方法（複数回答）
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N=84

• 食品取扱情報の追跡が可能であると回答したフードバンクのほぼ全てが、各団体における保存方
法により、食品の取扱記録を１年以上保存している。

５．食品取扱情報の記録・保存

（４）食品の取扱記録の１年以上の保存実施の有無

• 前設問で「食品の取扱い記録を作成・保存しておらず、食品の追跡ができない」と回答した団体、2018年６月以降にフードバンク活動を開始し、かつ「食品の取扱記
録を１年以上保存していない」と回答した団体、及び本設問の無回答の団体、計32団体を除く。

食品の取扱記録を１年以上

保存している, 83団体, 99%

食品の取扱記録を１年以上保存

していない, 1団体, 1%

食品の取扱記録情報の１年以上の保存実施の有無
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N=91

• 食品取扱情報の追跡が可能であると回答したフードバンクの85％において、食品取扱情報の記録、
保存、及び関係先への情報伝達状況について、責任者が定期的に確認を行っている。

• 残りの15％のフードバンクでは、責任者による定期的な確認は実施されていない。

５．食品取扱情報の記録・保存

（５）責任者による食品取扱情報の記録、保存、関係先への情報伝達状況の定期確認

* 前設問で「食品の取扱い記録を作成・保存しておらず、食品の追跡ができない」と回答した団体、及び本設問の無回答団体、計25団体を除く。

責任者が定期的に確認を行って

いる, 79団体, 85%

責任者が定期的に確認を行っていない, 

14団体, 15%

責任者による食品取扱情報の記録、保存、関係先への情報伝達

状況の定期確認
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６．食品取扱量の拡大に向けた
これまでの取組と今後の課題
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N=111

• 食品取扱量の拡大意向を有するフードバンクは回答団体全体の85％を占めている。
• 一方、食品取扱量の拡大意向を持たないフードバンクも、全体の15％と一定の割合を占めている。

６. 食品取扱量の拡大に向けたこれまでの取組と今後の課題

（１）食品取扱量の拡大意向の有無

• 無回５団体を除く。

食品取扱量拡大の意向がある, 

94団体, 85%

食品取扱量拡大の意向が

ない, 17団体, 15%

食品取扱量の拡大意向の有無
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N=110

• 食品取扱量の拡大に向けて、最も取り組まれているのは「ＨＰやＳＮＳでのＰＲ」で86％の団体が取り組んでいる。次いで多いの
が、 「食品提供者への活動報告の実施」「食品関連事業者への直接訪問・連絡による協力要請」 「市民団体、行政、学校、各種
イベントなどでの講演」「他のフードバンクとの連携による食品融通の拡大」で７割以上のフードバンクが取り組んでいる。

• 約４割のフードバンクは「食品関連事業者とのマッチングイベントへの参加」「地方自治体等への食品提供者紹介の要請」「食品
提供者への税制の優遇措置についての伝達」を実施している。

• 「食品関連事業者への自治体との同行訪問による協力要請」の実施率は２割強、「食品関連事業者向けの説明会の開催」は
15％にとどまる。

６. 食品取扱量の拡大に向けたこれまでの取組と今後の課題

（２）食品取扱量の拡大に向けたこれまでの取組

* 無回答６団体を除く。
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食品取扱量の拡大に向けたこれまでの取組
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％

フードバンク団体の運営上の課題（複数回答） N=94

• 回答率が高いフードバンクの運営上の課題は、 「予算（活動費）の不足」 「人員の不足」で、回答率
は約８割である。

• 次いで回答率が高いのが、「食品を保管する倉庫や冷蔵・冷凍庫、運搬する車の不足」「提供され
る食品の量の不足」「提供される食品の質・種類が不十分」で、回答率は約７割である。

• 「食品の取扱いに関する知識の不足」「提供元や受入先との調整が煩雑」 「食品の受入先の不足」
「提供された食品の配分調整が煩雑」は、回答率が２割強～４割弱である。

６. 食品取扱量の拡大に向けたこれまでの取組と今後の課題

（３）フードバンクの運営上の課題

* 無回答22団体を除く。
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運営面の支援

– 設備面、財政面の支援

– フードバンクへの資金提供（寄付）の呼び
かけなど

– 助成金に関する情報提供の充実

取扱食品拡大の支援

– フードバンク活用の事業者への呼びかけ

– フードバンクの周知・認知向上

– 食品関連業者の紹介

– マッチングの仕組みづくり

– 災害用備蓄品の提供の呼びかけ

– 「規格」や「需給調整」等を理由に処分さ
れる農産物の扱いを強化する際の支援

行政機関・関係機関との連携強化

– 行政機関内の連携強化（福祉、資源、子
ども、消費者担当部署等）

– 生活困窮者が行政窓口を訪ねた際のフー
ドバンクに関するきちんとした説明や対応

– 災害協定の締結

– 機能する関係性・パートナーシップ

その他

– フードバンクが集まる機会づくり

– 「賞味期限」の正しい意味の啓発

６. 食品取扱量の拡大に向けたこれまでの取組と今後の課題

（４）行政に期待すること

行政に期待することとして、おもに以下に挙げる意見があった。
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７．「フードバンク活動における食
品の取扱い等に関する手引き」

について
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N=1１2

• ８割弱のフードバンクが、農林水産省が作成した「フードバンク活動における食品の取扱い等に関
する手引き」を知っていた。

• 一方、２割強のフードバンクは、手引きの存在を知らなかった。

７. 「フードバンク活動における食品の取扱い等に関する手引き」について

（１）手引きの認知度

* 無回答４団体を除く。

知っていた, 

87団体, 78%

知らなかった, 

25団体, 22%

手引きの認知度



© The Distribution Economics Institute of Japan  無断転載を禁ず

N=87

• フードバンクの７割弱が、実務で手引きを活用している。うち、手引きの存在を知っていたフードバンクの９割弱
が、実務で手引きを活用している。

• 一方、フードバンクの３割強、手引きの存在を知っていたフードバンクの１割強は、実務で手引きを活用していな
い。

７. 「フードバンク活動における食品の取扱い等に関する手引き」について

（２）手引きの活用度

N=113

• 「手引きの存在の認知」に関する設問の無回答３団体を除く。

活用している, 

76団体, 67%

活用していな

い, 37団体, 

33%

フードバンク団体の手引きの活用度

活用している, 

76団体, 87%

活用していな

い, 11団体, 

13%

手引きの存在を知っていたフードバンク団体の手引

きの活用度
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手引きを活用して実践している取組（複数回答) N=112

• フードバンクの７割弱が、 「代表者や食品提供者が手引きの内容を確認」している。
• また、フードバンクの５割弱が、手引きを活用して「提供食品の品質・衛生管理の見直し」 「食品提供者との合意
書を作成するなどの見直し」を行っている。

• 手引きを活用した「手順書に沿って、清掃を実施」 「提供食品の品質・衛生管理を見直し、手順書を作成」等の
取組の実施率は２割前後である。

• また「その他」の中でのコメントとして、「新しい団体が手引きを活用することが重要」「手引きがフードバンクの現
状に即した内容となるよう、改善を続けてほしい」「当団体では、食品授受は専門物流会社に任せており、手引
きの活用範囲が限られている」といった趣旨の意見があった。

７. 「フードバンク活動における食品の取扱い等に関する手引き」について

（３）手引きを活用して実践している取組

* 「手引き」の認知についての無回答４団体を除く集計。
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手引きに追加してほしい内容については、おもに以下の意見があった。

• 自治体や社会福祉協議会と締結する協定書作成の参考となる情報

• 生鮮食品の管理に関する内容

• 事故があった場合の対応方法

７. 「フードバンク活動における食品の取扱い等に関する手引き」について

（４）手引きに追加してほしい内容
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８．クロス集計結果
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手
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き
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団体属性、国内ネットワーク組織への加盟状況、食品の直接提供量と「手引き」の活用率

• 「手引き」の活用率は、フードバンクの属性（活動開始年、スタッフ数）による差はない。
• 一方、国内ネットワーク組織加盟団体、食品取扱量の大きい団体ほど、「手引き」の活用率が高い。
• フードバンク活動の拡大や団体の運営水準向上には、「手引き」の活用が有効と考えられる。

（１）団体属性、国内ネットワーク組織への加盟状況、食品の直接提供量と「手引き」の活用率

* （ ）内の数字が回答団体数。
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• 食品取扱量の多いフードバンクほど、食品提供者・受取先との契約書・合意書の締結がしっかり行
われている。

• 食品提供者・受取先との契約書・合意書の締結徹底は、フードバンクの食品取扱量拡大に有効と
考えられる。

（２）フードバンクの食品取扱量と、食品提供者・受取先との契約書・合意書の締結状況

* （ ）内数値は、集計対象フードバンク数。無回答、及び取扱量「０」回答のフードバンクは、集計対象外とした。
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• 食品取扱量の多いフードバンクほど、食品取扱に関わる各情報の記録実施率が高い。
• とくに「食品の提供を受けた場所」、「提供食品受取時の品温」、「外寸」、「保存の方法」、「消費期限または賞味
期限」、「アレルゲン」、「加熱を要するか等、安全性に重要な影響を及ぼす事項」、「食品受取先の名称」、「食品
受取先への引き渡し場所」「貴団体における破棄亡失内容」といった項目で、直接取扱量100トン超の団体の実
施率は、100トン以下の団体を２割以上上回っている。

（３）フードバンクの食品取扱量ランク別の食品取扱情報の記録状況

* 各年の（ ）内数値は、集計対象フードバンク数。無回答、及び取扱量「０」回答のフードバンクは、集計対象外とした。
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フードバンクの食品取扱量ランク別の食品取扱情報の記録状況

10トン以下（44） 10トン超～100トン以下（30） 100トン超（9）
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Ⅲ とりまとめ：フードバンク
活動についての運営上の

課題
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• アンケート結果に加え、フードバンク団体、フードバンク連携組織、および企業ヒアリング等からとり
まとめた、フードバンク活動についての運営上の課題を提示する。

Ⅲ とりまとめ：フードバンク活動についての運営上の課題

1. 提供食品の不足・ミスマッチ

– そもそも企業（特にメーカー）とフードバンク団体では組織の規模が異なる場合が多く、企業
の提供希望量とフードバンクで扱うことができる量にギャップが生じやすい。

– 大企業ほど、提供食品の法的責任を気にする傾向があり、フードバンク団体への提供につ
いての社内での合意形成が難しい。

– 寄贈先が求める食品が揃わない場合がある。

– 賞味期限が迫り、量が多い食品の提供を受けた場合に、廃棄を出さないようにフードバンク
側で対応することが難しい。
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• アンケート結果に加え、フードバンク団体、フードバンク連携組織、および企業ヒアリング等からとり
まとめた、フードバンク活動についての運営上の課題を提示する。

Ⅲ とりまとめ：フードバンク活動についての運営上の課題

2. 人手不足

– 専従者が不在の場合、企業との連絡体制を強固にすることが難しい。また、指定された時
間や場所に行くのが困難である。

– 提供食品を多く提供してもらえる機会があったとしても、対応できない場合がある。

– 食品の取扱記録管理、衛生管理、提供元・寄贈先との連絡業務（電話、メール、ＳＮＳ等）、
食品の授受日・時間帯の調整、庫内・入出荷作業など、スタッフが抱えきれない業務量をこ
なし、身体的負担が大きい。

– 専従者がいる団体でも、直接的なフードバンク活動にしか従事しておらず、組織を大きくす
る活動（企業訪問、ファンドレイジング、行政への事業提案）までは人手が足りず、またノウ
ハウも無く、それが必要であるという意識が無いなどの理由で取り組めていない。このような
団体では、助成金や補助金など、人を雇用していた財源がなくなった時点で活動規模が縮
小する。

– 職員を継続的に雇用できたとしても、直接的なフードバンク活動にのみ従事している状況で
は、持続性の向上や活動規模の拡大は望めない。
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Ⅲ とりまとめ：フードバンク活動についての運営上の課題 （つづき）

3. 業務の効率化や実施水準の向上

– 食品の取扱記録管理、衛生管理、提供元・寄贈先との連絡業務、食品の授受日・時間帯の
調整、庫内・入出荷作業の効率化が不十分である。

– 業務効率化のため、ＳＮＳやシステムの活用を進めたいが、提供企業や寄贈先側が対応でき
ず、進められない場合がある。

– 食品取扱量の多いフードバンクほど、食品取扱に関わる各情報の記録実施率が高く、フード
バンクが食品取扱情報の記録の実施水準向上に取り組むことは、フードバンクの食品取扱
量拡大促進に有効と考えられる。

4. フードバンク活動に対する社会的認知度や企業の理解度の低さ

– 企業が、特段の理由もないのに、自社商品はフードバンク団体への提供に適さないと思って
いる場合がある。

– 企業がフードバンク団体の食品の取扱記録管理や衛生管理に対して不安を抱いている。

– フードバンクへの食品寄付が全額損金算入できる仕組みに対する認知度がまだまだ低い。

– 食品取扱量の多いフードバンクほど、食品提供者・受取先との契約書・合意書の締結がしっ
かり行われている。食品の取扱記録管理、衛生管理、トラブル時の対応等について、食品提
供者・受取先が契約書・合意書の締結を徹底することは、フードバンクの食品取扱量拡大に
有効と考えられる。

© The Distribution Economics Institute of Japan  無断転載を禁ず

Ⅲ とりまとめ：フードバンク活動についての運営上の課題 （つづき）

5. ハード面の不足

– 倉庫がなく、在庫をおくことができない。

– 倉庫を時間借りしており、食品の授受が時間的制約を受ける。

– 低温倉庫がなく、冷蔵品、冷凍品を扱うことができない。

6. 資金不足

– 活動に必要な運営資金を、継続的、安定的に確保するための仕組みが構築できていない。

– 倉庫まで引き取りに来てほしいという企業があり、物流費・人件費が負担となっている。

– フードバンク団体の倉庫への引き取りをお願いしても、応じてもらえない施設がある。

– ガソリン代やボランティア費の増加により、運営がより難しくなりつつある。
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Ⅲ とりまとめ：フードバンク活動についての運営上の課題 （つづき）

7. 企業側の事情を踏まえた企業とフードバンク団体との連携拡大における課題

1. 企業が提供先を判断するために必要なフードバンク団体に関する情報の不足

• フードバンクによって、取扱可能商品、受入キャパシティ、受取の基準、受け渡し方法
等が異なるが、それらの情報が不足しており、どのフードバンク団体に相談・寄贈す
べきかの判断が難しい。

• 特に、小売業では常温加工食品の余剰の発生量は少なく、常温加工食品のみ扱うフ
ードバンク団体が多いが、連携することが難しい。

• 提供食品の追跡ができない場合などは、フードバンクへの食品提供について、社内
の承認を得ることが難しいが、そうした社内の承認を得るために必要なフードバンク
団体の食品取扱情報の記録・保存や衛生管理の実施程度に関する情報が不足して
いる。

2. フードバンク団体連携先の絞り込み

• 複数のフードバンク団体と連携すると管理や契約業務を煩雑化するため、企業、とく
に製造業は、連携するフードバンク団体数を絞り込みたいと考える傾向が見られる。

• その場合、新たな小規模団体よりも、実績のある大規模団体が選ばれやすく、小規
模なフードバンク団体は提供食品の確保が難しくなる。

• 特にメーカーの場合、少品種で大量の余剰食品が発生する場合が多く、小規模なフ
ードバンク団体では捌ききれずに断られることがあり、メーカーは大規模団体との連
携を志向する傾向がある。
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Ⅲ とりまとめ：フードバンク活動についての運営上の課題 （つづき）

3. 近隣地域におけるフードバンク団体の不在

• フードバンクが近隣にないため、提供を相談することができない。

• 遠方のフードバンクと相談しても、配送をどちらが行うかといった問題が生じる。

4. 商品提供のための企業側のコスト問題

• 商品提供の際、自社が配送する場合の物流費や、事業所で商品収集・貯蔵・管理の
コスト・作業負担が生じる。

5. その他

• フードバンクへの食品寄付の全額損金算入の仕組みは、現場の従業員にとっては業
務負担になるため、仮に経営上のメリットがあるとしても、現場担当者の寄贈したいと
いう意欲が向上しない。



 

 

（２）各フードバンク活動団体の活動概要 

各フードバンク活動団体の活動概要を以下に示す。表中の記号の見方は、表

末の注釈を参照されたい（並びは都道府県順で、同一都道府県内は 50 音順）。 

なお、下記のフードバンク団体のうち２団体は、（１）「フードバンクの活動

状況」に関するアンケートの対象に含まれない。 

 

№1  

団体正式名称 
特定非営利活動法人 札幌市福祉生活支援センター（フー

ドバンク札幌） 
郵便番号 001-0023 
住所 北海道札幌市北区北 21 条西 3 丁目 1 番 12 号 
電話 011-726-2829 
FAX 011-726-7990 
メールアドレス npo@fukushi-life.or.jp 
ホームページ URL http://www.fukushi-life.or.jp 

基本理念 

「“もったいない”の心が生きる助け合い」をモットーに、

フードバンク活動を通じて地域の「セーフティーネット」

を構築いたします。 
設立年（団体の設立年） 2007 年 3 月 
フードバンク活動の開始年 2012 年 5 月 
法人格の取得の有無 有 

取扱品 
加工食品（常温）、加工食品（冷蔵）、加工食品（冷凍）、

農産物など 

提供の条件 
賞味期限が１週間以内であっても、賞味期限までの日数が

残っているもの 

提供先 

児童養護施設、母子生活支援施設、シェルター、自立援助

ホーム、障害者施設、生活困窮者支援団体、個人支援、炊

き出し、老人施設、グループホーム、災害支援団体、学校

外学習生活支援団体、子ども食堂等 
2016 年 食品取扱量 97 トン 
 うち他のフードバンクからの提供量  0 トン 
2017 年 食品取扱量 142 トン 
 うち他のフードバンクからの提供量  0 トン 
2018 年 食品取扱量 158 トン 
 うち他のフードバンクからの提供量  0 トン 

 
№2  

団体正式名称 生活協同組合コープさっぽろ 
郵便番号 063-8501 
住所 北海道札幌市西区発寒 11 条 5 丁目 10－1 
電話 011-671-6620 
FAX 011-671-5924 
メールアドレス ak.suzuki@todock.jp 
ホームページ URL http://www.sapporo.coop 



 

 

基本理念 つなぐ 
設立年（団体の設立年） 1965 年 7 月 
フードバンク活動の開始年 2016 年 5 月 
法人格の取得の有無 有 
取扱品 加工食品（常温）、加工食品（冷凍） 
提供の条件 賞味期限が１ヶ月以上残っているもの 
提供先 児童養護施設、学校外学習生活支援団体 
2016 年 食品取扱量 67 トン 
 うち他のフードバンクからの提供量  0 トン 
2017 年 食品取扱量 97 トン 
 うち他のフードバンクからの提供量  0 トン 
2018 年 食品取扱量 116 トン 
 うち他のフードバンクからの提供量  0 トン 

 
№3  

団体正式名称 特定非営利活動法人 ハンズハーベスト北海道 
郵便番号 064-0924 
住所 北海道札幌市中央区南 24 条西 15 丁目 1 番 6 号 
電話 090-8371-3636 
FAX 011-522-9350 
メールアドレス qqnw8tc9k@beetle.ocn.ne.jp 
ホームページ URL － 

基本理念 

余剰食品を無償で提供していただき、それを必要としてい

る団体や個人に無償で提供することにより、環境問題と福

祉問題に貢献することを目的とする。 
設立年（団体の設立年） 2008 年 12 月 
フードバンク活動の開始年 2008 年 12 月 
法人格の取得の有無 有 

取扱品 
加工食品（常温）、加工食品（冷蔵）、加工食品（冷凍）、

農産物、水産物・畜産物など 
提供の条件 賞味期限が１ヶ月以上残っているもの 

提供先 

児童養護施設、母子生活支援施設、自立援助ホーム、更生

支援施設、障害者施設、生活困窮者支援団体、個人支援、

炊き出し、グループホーム、災害支援団体、学校外学習生

活支援団体、子ども食堂等 
2016 年 食品取扱量 110 トン 
 うち他のフードバンクからの提供量  1 トン 
2017 年 食品取扱量 118 トン 
 うち他のフードバンクからの提供量  2 トン 
2018 年 食品取扱量 116 トン 
 うち他のフードバンクからの提供量  2 トン 

 
 



 

 

№4  

団体正式名称 特定非営利活動法人ピーシーズ 
郵便番号 070-0038 
住所 北海道旭川市 8 条通 8 丁目 41 番地の 9 
電話 0166-76-1994 
FAX 0166-76-1995 
メールアドレス pcs@snow.plala.or.jp 
ホームページ URL http://www.piece-s.xyz 
基本理念 一人はみんなの為に、みんなは一人の為に。 
設立年（団体の設立年） 2016 年 2 月 
フードバンク活動の開始年 2016 年 7 月 
法人格の取得の有無 有 
取扱品 加工食品（常温）、農産物など 
提供の条件 賞味期限が１ヶ月以上残っているもの 
提供先 障害者施設、個人支援 
2016 年 食品取扱量 － 
 うち他のフードバンクからの提供量  － 
2017 年 食品取扱量 － 
 うち他のフードバンクからの提供量  － 
2018 年 食品取扱量 － 
 うち他のフードバンクからの提供量  － 

 
№5  

団体正式名称 特定非営利活動法人 フードバンク イコロさっぽろ 
郵便番号 065-0022 
住所 北海道札幌市東区北 22 条東 18 丁目 3 番 5 号 
電話 090-2815-3947 
FAX 011-351-5569 
メールアドレス ikor.sapporo@gmail.com 
ホームページ URL foodbank-ikorsapporo.themedia.jp 
基本理念 食品ロス削減と食のセーフティネットの構築。 
設立年（団体の設立年） 2018 年 7 月 
フードバンク活動の開始年 2018 年 6 月 
法人格の取得の有無 有 
取扱品 加工食品（常温）、農産物、卵 

提供の条件 
賞味期限が１週間以内であっても、賞味期限までの日数が

残っているもの 

提供先 

自立援助ホーム、更生支援施設、障害者施設、個人支援、

炊き出し、老人施設、学校外学習生活支援団体、子ども食

堂等 
2016 年 食品取扱量 

  うち他のフードバンクからの提供量  

2017 年 食品取扱量 



 

 

 うち他のフードバンクからの提供量  

2018 年 食品取扱量 2 トン 
 うち他のフードバンクからの提供量  1 トン 

 
№6  

団体正式名称 フードバンクいぶり 
郵便番号 051-0011 
住所 北海道室蘭市中央町 3－5－13 SK 室蘭中央ビル 6F 
電話 090-2815-7355 
FAX 0143-83-7123 
メールアドレス kiuchi_iburi@next2001.net 
ホームページ URL － 

基本理念 

・緊急状態に置かれた方への迅速対応。・食材を相談支援

業務への活用。・子ども食堂・地域食堂との連携による地

域ネットワーク創り。 
設立年（団体の設立年） 2018 年 4 月 
フードバンク活動の開始年 2018 年 4 月 
法人格の取得の有無 有 
取扱品 加工食品（常温）、農産物など 

提供の条件 
賞味期限が１週間以内であっても、賞味期限までの日数が

残っているもの 

提供先 
生活困窮者支援団体、個人支援、炊き出し、グループホー

ム、災害支援団体、子ども食堂等 
2016 年 食品取扱量 － 
 うち他のフードバンクからの提供量  － 
2017 年 食品取扱量 － 
 うち他のフードバンクからの提供量  － 
2018 年 食品取扱量 － 
 うち他のフードバンクからの提供量  － 

 
№7  

団体正式名称 フードバンク道南協議会 
郵便番号 040-0003 
住所 北海道函館市松陰町 27 番 14 号 
電話 080-1897-8749 
FAX 0138-56-0756 
メールアドレス koureikyouakane@onyx.ocn.ne.jp 
ホームページ URL http://foodbank.girly.jp/ 

基本理念 
社会的支援を必要とする人たちに食事提供している非営利

団体へ食品を届ける。 
設立年（団体の設立年） 2018 年 2 月 
フードバンク活動の開始年 2019 年 10 月 
法人格の取得の有無 無 
取扱品 加工食品（常温）、加工食品（冷蔵）、加工食品（冷凍）、



 

 

農産物、水産物・畜産物など 

提供の条件 
賞味期限が１週間以内であっても、賞味期限までの日数が

残っているもの 

提供先 
児童養護施設、シェルター、自立援助ホーム、障害者施

設、生活困窮者支援団体、子ども食堂 
2016 年 食品取扱量 

 

 うち他のフードバンクからの提供量  

2017 年 食品取扱量 

 うち他のフードバンクからの提供量  

2018 年 食品取扱量 

 うち他のフードバンクからの提供量  

 
№8  

団体正式名称 フードバンクネットワーク もったいないわ・千歳 
郵便番号 066-0037 
住所 北海道千歳市新富 1－19－9 
電話 090-2818-8253 
FAX 0123-23-0363 
メールアドレス mottainaiwa@gmail.com 
ホームページ URL － 
基本理念 もったいないをありがとうへ。 
設立年（団体の設立年） 2010 年 8 月 
フードバンク活動の開始年 2007 年 9 月 
法人格の取得の有無 無 

取扱品 
加工食品（常温）、加工食品（冷蔵）、加工食品（冷凍）、

農産物など 
提供の条件 賞味期限が 2 週間以上残っているものなど 

提供先 

自立援助ホーム、障害者施設、生活困窮者支援団体、個人

支援、炊き出し、老人施設、グループホーム、学校外学習

生活支援団体、子ども食堂等 
2016 年 食品取扱量 15 トン 
 うち他のフードバンクからの提供量  0 トン 
2017 年 食品取扱量 21 トン 
 うち他のフードバンクからの提供量  1 トン 
2018 年 食品取扱量 19 トン 
 うち他のフードバンクからの提供量  1 トン 

 
№9  

団体正式名称 
特定非営利活動法人 ワーカーズコープぽっけ（フードバ

ンクとまこまい） 
郵便番号 053-0802 
住所 北海道苫小牧市弥生町 3－1 ななかまど 12 
電話 0144-84-3856 
FAX 0144-84-3857 



 

 

メールアドレス Pokke@roukyou.gr.jp 
ホームページ URL https://pokke.roukyou.gr.jp/ 

基本理念 
１．食品ロス削減、２．貧困支援、３．困窮者支援、４．

多様な人の働く場。 
設立年（団体の設立年） 2016 年 7 月 
フードバンク活動の開始年 2016 年 7 月 
法人格の取得の有無 有 

取扱品 
加工食品（常温）、加工食品（冷蔵）、加工食品（冷凍）、

農産物、水産物・畜産物など 
提供の条件 賞味期限が２ヶ月以上残っているもの 

提供先 

児童養護施設、母子生活支援施設、シェルター、自立援助

ホーム、更生支援施設、生活困窮者支援団体、個人支援、

炊き出し、災害支援団体、学校外学習生活支援団体、子ど

も食堂等 
2016 年 食品取扱量 5 トン 
 うち他のフードバンクからの提供量  1 トン 
2017 年 食品取扱量 7 トン 
 うち他のフードバンクからの提供量  2 トン 
2018 年 食品取扱量 8 トン 
 うち他のフードバンクからの提供量  1 トン 

 
№10  

団体正式名称 特定非営利活動法人フードバンク岩手 
郵便番号 020-0887 
住所 岩手県盛岡市上ノ橋町 1－50 岩繊ビル 3－7 
電話 019-654-3545 
FAX 019-654-3545 
メールアドレス foodbankiwate@gmail.com 
ホームページ URL http://foodbankiwate.org 

基本理念 

この法人は、フードバンク事業・困窮者支援事業・就労継

続、就労移行支援事業・社会参加促進事業などを行うこと

で、社会的孤立や貧困、障害、病、災害、差別、環境など

で困難な生活や将来に大きな不安を抱く人たちが、自らの

自発的な意志と選択により、居場場や役割を享受でき、多

様で、幸福と感じられる生活と社会的包摂の実現に寄与

し、すべての人が健康で文化的な生活を営める社会の創造

を目的とする。 
設立年（団体の設立年） 2014 年 4 月 
フードバンク活動の開始年 2014 年 4 月 
法人格の取得の有無 有 
取扱品 加工食品（常温）、農産物 
提供の条件 賞味期限が１ヶ月以上残っているもの 

提供先 

児童養護施設、母子生活支援施設、シェルター、自立援助

ホーム、更生支援施設、障害者施設、生活困窮者支援団

体、個人支援、グループホーム、災害支援団体、学校外学

習生活支援団体、子ども食堂等 



 

 

2016 年 食品取扱量 23 トン 
 うち他のフードバンクからの提供量  1 トン 
2017 年 食品取扱量 21 トン 
 うち他のフードバンクからの提供量  0 トン 
2018 年 食品取扱量 17 トン 
 うち他のフードバンクからの提供量  0 トン 

 
№11  

団体正式名称 特定非営利活動法人いのちのパン 
郵便番号 985-0831 
住所 宮城県多賀城市笠神 2－11－45 
電話 080-5552-5594 
FAX 022-362-7497 
メールアドレス info@breadoflife.jp 
ホームページ URL http://www.breadoflife.jp 

基本理念 
この法人は、キリスト教精神に基づいて～明るく豊かな社

会の実現に、寄与することを目的とする。 
設立年（団体の設立年） 2015 年 4 月 
フードバンク活動の開始年 2012 年 
法人格の取得の有無 有 

取扱品 
加工食品（常温）、加工食品（冷蔵）、加工食品（冷凍）、

農産物、水産物・畜産物など 

提供の条件 
賞味期限が１週間以内であっても、賞味期限までの日数が

残っているもの 

提供先 

児童養護施設、障害者施設、生活困窮者支援団体、個人支

援、炊き出し、災害支援団体、学校外学習生活支援団体、

子ども食堂等 
2016 年 食品取扱量 － 
 うち他のフードバンクからの提供量  － 
2017 年 食品取扱量 － 
 うち他のフードバンクからの提供量  － 
2018 年 食品取扱量 － 
 うち他のフードバンクからの提供量  － 

 
№12  

団体正式名称 コープ東北サンネット事業連合 コープフードバンク 
郵便番号 981-3304 
住所 宮城県富谷市ひより台 2－1－8 
電話 080-5849-6315 
FAX 022-358-0688 
メールアドレス sn.m32700rn@todock.coop 
ホームページ URL https://www.tohoku.coop/foodbank/index.html 
基本理念 食品ロスの削減と、安心して暮らせる地域社会つくり。 
設立年（団体の設立年） 2012 年 4 月 



 

 

フードバンク活動の開始年 2012 年 4 月 
法人格の取得の有無 有 

取扱品 
加工食品（常温）、加工食品（冷凍）、農産物、水産物・畜

産物 
提供の条件 賞味期限が３ヶ月以上残っているものなど 

提供先 

児童養護施設、母子生活支援施設、シェルター、自立援助

ホーム、更生支援施設、障害者施設、生活困窮者支援団

体、炊き出し、災害支援団体、学校外学習生活支援団体、

子ども食堂等 
2016 年 食品取扱量 140 トン 
 うち他のフードバンクからの提供量  0 トン 
2017 年 食品取扱量 92 トン 
 うち他のフードバンクからの提供量  0 トン 
2018 年 食品取扱量 80 トン 
 うち他のフードバンクからの提供量  0 トン 

 
№13  

団体正式名称 一般社団法人フードバンクいしのまき 
郵便番号 986-0813 
住所 宮城県石巻市駅前北通り 4 丁目 10-26-3 
電話 0225-98-5996 
FAX 0225-98-5014 
メールアドレス ishinomaki.fb@gmail.com 
ホームページ URL http://foodbank-i.com 

基本理念 
フードセーフティーネットの構築と食品ロスの削減を目的とし、

理想的な循環型社会の形成を図る 
設立年（団体の設立年） 2018 年 3 月 
フードバンク活動の開始年 2018 年 3 月 
法人格の取得の有無 有 
取扱品 加工食品（常温）・菓子 清涼飲料 米・乾麺類・調味料等 

提供の条件 
常温保存が可能で配布食品は未開封・未使用、賞味期限１

カ月前 

提供先 
生活困窮者自立相談支援センター、社会福祉協議会、地域

交流活動、子ども食堂 
2016 年 食品取扱量 ― 
 うち他のフードバンクからの提供量  ― 
2017 年 食品取扱量 ― 
 うち他のフードバンクからの提供量  ― 
2018 年 食品取扱量 5 トン 
 うち他のフードバンクからの提供量  3 トン 

 
 
 
 



 

 

№14  

団体正式名称 特定非営利活動法人 ふうどばんく東北ＡＧＡＩＮ 
郵便番号 981-3341 
住所 宮城県富谷市成田 8－1－1 
電話 － 
FAX 022-774-1410 
メールアドレス info@foodbank.or.jp 
ホームページ URL https://www.foodbank.or.jp 
基本理念 「もったいない」を「ありがとう」の笑顔へ。 
設立年（団体の設立年） 2008 年 11 月 
フードバンク活動の開始年 2008 年 11 月 
法人格の取得の有無 有 
取扱品 加工食品（常温）、米など 
提供の条件 賞味期限が１ヶ月以上残っているもの 

提供先 

児童養護施設、母子生活支援施設、シェルター、自立援助

ホーム、更生支援施設、障害者施設、生活困窮者支援団

体、個人支援、炊き出し、グループホーム、災害支援団

体、子ども食堂等 
2016 年 食品取扱量 4 トン 
 うち他のフードバンクからの提供量  1 トン 
2017 年 食品取扱量 45 トン 
 うち他のフードバンクからの提供量  3 トン 
2018 年 食品取扱量 24 トン 
 うち他のフードバンクからの提供量  2 トン 

 
№15  

団体正式名称 一般社団法人フードバンクあきた 
郵便番号 011-0945 
住所 秋田県秋田市土崎港西二丁目 3－24 
電話 080-4519-6525 
FAX 018-845-2868 
メールアドレス info@foodbankakita.com 
ホームページ URL http://foodbankakita.com 
基本理念 「もったいない」から「ありがとう」。 
設立年（団体の設立年） 2015 年 8 月 
フードバンク活動の開始年 2015 年 2 月 
法人格の取得の有無 有 
取扱品 加工食品（常温）、農産物 
提供の条件 賞味期限が１ヶ月以上残っているもの 

提供先 

児童養護施設、母子生活支援施設、自立援助ホーム、更生

支援施設、障害者施設、生活困窮者支援団体、個人支援、

災害支援団体、学校外学習生活支援団体、子ども食堂等 
2016 年 食品取扱量 － 



 

 

 うち他のフードバンクからの提供量  － 
2017 年 食品取扱量 － 
 うち他のフードバンクからの提供量  － 
2018 年 食品取扱量 － 
 うち他のフードバンクからの提供量  － 

 
№16  

団体正式名称 特定非営利活動法人 フードバンク山形 
郵便番号 992-0011 
住所 山形県米沢市中田町 779－1 
電話 0238-37-3282 
FAX 0238-37-3282 
メールアドレス foodbankyamagata@gmail.com 
ホームページ URL https://hoodbankyamagata.jimdo.com 

基本理念 

“もったいない”を理念とし余剰食品を提供してもらい福祉

施設・困きゅう者へ届ける、又社会的支援・災害支援活動

など。 
設立年（団体の設立年） 2011 年 8 月 
フードバンク活動の開始年 2011 年 
法人格の取得の有無 有 
取扱品 加工食品（常温）、農産物など 

提供の条件 
賞味期限が１週間以内であっても、賞味期限までの日数が

残っているもの 

提供先 
母子生活支援施設、シェルター、自立援助ホーム、障害者

施設、生活困窮者支援団体、子ども食堂等 
2016 年 食品取扱量 17 トン 
 うち他のフードバンクからの提供量  3 トン 
2017 年 食品取扱量 15 トン 
 うち他のフードバンクからの提供量  2 トン 
2018 年 食品取扱量 18 トン 
 うち他のフードバンクからの提供量  3 トン 

 
 
№17  

団体正式名称 やまがた福わたし（フードバンク山形中央） 
郵便番号 999-0834 
住所 山形県山形市清住町 1－2－13－A101 
電話 － 
FAX － 
メールアドレス info@fukuwatashi.com 
ホームページ URL https://fukuwatashi.com 

基本理念 
食のセーフティネットとして、様々な理由で食の支援を必

要とする方を支援する事を目的とする。 



 

 

設立年（団体の設立年） 2016 年 10 月 
フードバンク活動の開始年 2016 年 10 月 
法人格の取得の有無 無 

取扱品 
加工食品（常温）、加工食品（冷蔵）、加工食品（冷凍）、

農産物など 
提供の条件 賞味期限が１ヶ月以上残っているもの 

提供先 
生活困窮者支援団体、個人支援、老人施設、学校外学習生

活支援団体、子ども食堂等 
2016 年 食品取扱量 － 
 うち他のフードバンクからの提供量  － 
2017 年 食品取扱量 － 
 うち他のフードバンクからの提供量  － 
2018 年 食品取扱量 － 
 うち他のフードバンクからの提供量  － 

 
№18  

団体正式名称 社会福祉法人郡山市社会福祉協議会 
郵便番号 963-8024 
住所 福島県郡山市朝日 1－29－9 
電話 024-932-5311 
FAX 024-932-6768 
メールアドレス k-shakyo-f@violin.ocn.ne.jp 
ホームページ URL http://www.koriyama.-shakyo.jp/ 
基本理念 地域福祉の推進。 
設立年（団体の設立年） 1948 年 5 月 
フードバンク活動の開始年 2016 年 10 月 
法人格の取得の有無 有 
取扱品 加工食品（常温）、農産物 
提供の条件 賞味期限が１ヶ月以上残っているもの 
提供先 個人支援 
2016 年 食品取扱量 － 
 うち他のフードバンクからの提供量  － 
2017 年 食品取扱量 － 
 うち他のフードバンクからの提供量  － 
2018 年 食品取扱量 － 
 うち他のフードバンクからの提供量  － 

 
№19  

団体正式名称 特定非営利活動法人 ザ・ピープル 
郵便番号 971-8168 
住所 福島県いわき市小名浜君ケ塚町 13－6 
電話 090-4558-0719 



 

 

FAX 0246-92-4298 
メールアドレス the-people@email.plala.or.jp 
ホームページ URL http://npo-thepeople.com/ 

基本理念 

この法人は、自分たちが住むまちの問題を、自分たち自身

が考え、その解決のため主体的に行動する。そうした住民

の存在がこれからの地域を支える基盤であると考え「住民

主体のまちづくり」を進めることを大きな活動の目的とす

る。 
設立年（団体の設立年） 1990 年 12 月 
フードバンク活動の開始年 2018 年 5 月 
法人格の取得の有無 有 
取扱品 加工食品（常温） 
提供の条件 賞味期限が１ヶ月以上残っているもの 

提供先 
児童養護施設、母子生活支援施設、障害者施設、生活困窮

者支援団体、子ども食堂等 
2016 年 食品取扱量 

 
 うち他のフードバンクからの提供量  

2017 年 食品取扱量 

 うち他のフードバンクからの提供量  

2018 年 食品取扱量 1 トン 
 うち他のフードバンクからの提供量  0 トン 

 
№20  

団体正式名称 特定非営利活動法人 ＦＵＫＵＳＨＩＭＡいのちの水 
郵便番号 963-0107 
住所 福島県郡山市安積 1－3－5 
電話 090-7079-5011 
FAX 024-983-1838 
メールアドレス fukushimainochinomizu@gmail.com 
ホームページ URL fukushimainochinomizu.com 

基本理念 

「ひとりの子のいのちを救うために」というキャッチフレ

ーズのもと、危機の中にいる弱者（子供）のいのちを守る

こと。 
設立年（団体の設立年） 2011 年 12 月 
フードバンク活動の開始年 2011 年 5 月 
法人格の取得の有無 有 

取扱品 
加工食品（常温）、加工食品（冷蔵）、加工食品（冷凍）、

米など 
提供の条件 賞味期限が３ヶ月以上残っているもの 

提供先 

児童養護施設、母子生活支援施設、シェルター、生活困窮

者支援団体、個人支援、炊き出し、災害支援団体、学校外

学習生活支援団体、子ども食堂等 
2016 年 食品取扱量 1,152 トン 
 うち他のフードバンクからの提供量  806 トン 
2017 年 食品取扱量 1,152 トン 



 

 

 うち他のフードバンクからの提供量  806 トン 
2018 年 食品取扱量 1,152 トン 
 うち他のフードバンクからの提供量  806 トン 

 
№21  

団体正式名称 特定非営利活動法人 福島やさい畑～復興プロジェクト 
郵便番号 964-906 
住所 福島県二本松市若宮 1－370 
電話 0243-24-7444 
FAX 0243-24-7444 
メールアドレス yasaibatake2012@gmail.com 
ホームページ URL http://fukushimayasaibatake.web.fc2.com 

基本理念 

東日本大震災から９月め、被災者は仮設から復興住宅等へ

移転されましたが、故郷へ戻れる状態ではないために、い

まだ生活が宙ぶらりで将来に希望を見出すことができない

人が多くおられます。日本の貧困層は１５．６％と発表さ

れましたが、福島ではもっと多くなっています。この現実

を踏まえ、皆様からのご協力を得ながら「一人の困窮者も

いない社会」を目指していきたいと思います。 
設立年（団体の設立年） 2013 年 4 月 
フードバンク活動の開始年 2017 年 12 月 
法人格の取得の有無 有 
取扱品 加工食品（常温）、農産物 
提供の条件 賞味期限が１ヶ月以上残っているもの 

提供先 
児童養護施設、障害者施設、個人支援、炊き出し、子ども

食堂等 
2016 年 食品取扱量 

 
 うち他のフードバンクからの提供量  

2017 年 食品取扱量 

 うち他のフードバンクからの提供量  

2018 年 食品取扱量 5 トン 
 うち他のフードバンクからの提供量  2 トン 

 
№22  

団体正式名称 ＮＰＯ法人フードバンク茨城 
郵便番号 300-1221 

住所 
茨城県牛久市牛久町 1024－1 パルシステム茨城栃木うし

くセンター内 
電話 080-3545-4335 
FAX 029-874-3001 
メールアドレス fb.ibaraki@gmail.com 
ホームページ URL http://sites.google.com/site/fbibaraki/ 

基本理念 

食べられるのに捨てられる食品を回収して（御寄付頂い

て）、食を必要としている人たちを支援している非営利の

施設、団体に無償で提供する。 



 

 

設立年（団体の設立年） 2011 年 3 月 
フードバンク活動の開始年 2011 年 3 月 
法人格の取得の有無 有 
取扱品 加工食品（常温）、農産物など 
提供の条件 賞味期限が２ヶ月以上残っているもの 

提供先 

児童養護施設、母子生活支援施設、シェルター、自立援助

ホーム、更生支援施設、障害者施設、生活困窮者支援団

体、個人支援、炊き出し、老人施設、グループホーム、災

害支援団体、学校外学習生活支援団体、子ども食堂等 
2016 年 食品取扱量 83 トン 
 うち他のフードバンクからの提供量  0 トン 
2017 年 食品取扱量 114 トン 
 うち他のフードバンクからの提供量  0 トン 
2018 年 食品取扱量 109 トン 
 うち他のフードバンクからの提供量  0 トン 

 
№23  

団体正式名称 
鹿沼市社会福祉協議会 地域福祉課 権利擁護係 フード

バンクかぬま 
郵便番号 322-0043 
住所 栃木県鹿沼市 931－1 
電話 0289-65-5191 
FAX 0289-62-9361 
メールアドレス kashakyou@kanuma-shakyo.or.jp 
ホームページ URL http://kanuma-shakyo.or.jp 
基本理念 地域福祉の推進。 
設立年（団体の設立年） 1968 年 
フードバンク活動の開始年 2015 年 
法人格の取得の有無 有 
取扱品 加工食品（常温） 
提供の条件 賞味期限が１ヶ月以上残っているもの 
提供先 個人支援、子ども食堂 
2016 年 食品取扱量 － 
 うち他のフードバンクからの提供量  － 
2017 年 食品取扱量 － 
 うち他のフードバンクからの提供量  － 
2018 年 食品取扱量 － 
 うち他のフードバンクからの提供量  － 

 
 
 
 



 

 

№24  

団体正式名称 
社会福祉法人 三松会 フルーツガーデンフードバンクさ

の 
郵便番号 327-0806 
住所 栃木県佐野市犬伏上町 2798 番地 
電話 0283-86-9515 
FAX 0283-86-9516 
メールアドレス fruitgarden@road.ocn.ne.jp 
ホームページ URL fruitgarden.jp 

基本理念 

①個人の尊厳を守り利用者の意向を十分に尊重し、生きる

ことへの感謝をもっていただけるよう、慈悲のこころで支

援します。②地域における福祉の拠点を目指します。 
設立年（団体の設立年） 2017 年 12 月 
フードバンク活動の開始年 2018 年 4 月 
法人格の取得の有無 有 
取扱品 加工食品（常温）、農産物など 
提供の条件 賞味期限が１ヶ月以上残っているもの 
提供先 個人支援等 
2016 年 食品取扱量 0 トン 
 うち他のフードバンクからの提供量  0 トン 
2017 年 食品取扱量 0 トン 
 うち他のフードバンクからの提供量  0 トン 
2018 年 食品取扱量 2 トン 
 うち他のフードバンクからの提供量  2 トン 

 
№25  

団体正式名称 とちぎボランティアネットワーク、フードバンク宇都宮。 
郵便番号 320-0027 
住所 栃木県宇都宮市塙田 2－5－1 共生ビル 3 階 
電話 028-622-0021 
FAX 028-623-6036 
メールアドレス info@tochigivnet.jp 
ホームページ URL － 

基本理念 
栃木県内に住む人の自発的な社会活動を促進し、ボランテ

ィアの仲間とともに、創意工夫のあふれる郷土をつくる。 
設立年（団体の設立年） 1995 年 12 月 
フードバンク活動の開始年 2011 年 4 月 
法人格の取得の有無 有 
取扱品 加工食品（常温）、農産物 
提供の条件 賞味期限が１ヶ月以上残っているもの 

提供先 
児童養護施設、自立援助ホーム、障害者施設、個人支援、

老人施設、子ども食堂等 
2016 年 食品取扱量 13 トン 
 うち他のフードバンクからの提供量  1 トン 



 

 

2017 年 食品取扱量 13 トン 
 うち他のフードバンクからの提供量  1 トン 
2018 年 食品取扱量 16 トン 
 うち他のフードバンクからの提供量  2 トン 

 
№26  

団体正式名称 ＮＰＯ法人フードバンクさの 
郵便番号 327-0806 
住所 栃木県佐野市犬伏上町 2798 番地 
電話 0283-86-9515 
FAX 0283-86-9516 
メールアドレス fruitgarden@road.con.ne.jp 
ホームページ URL http://fruitgarden.jp 

基本理念 

・個人の尊厳を守り、利用者の意向を十分に尊重し、生き

ることへの感謝をもっていただけるよう、慈悲のこころで

支援します。 
・地域における福祉の拠点を目指します。 

設立年（団体の設立年） 2018 年 12 月 
フードバンク活動の開始年 2019 年 9 月 
法人格の取得の有無 有 
取扱品 加工食品（常温）、農産物など 
提供の条件 賞味期限が１ヶ月以上残っているもの 
提供先 障害者施設、個人支援、災害支援団体等 
2016 年 食品取扱量 

 
 うち他のフードバンクからの提供量  

2017 年 食品取扱量 

 うち他のフードバンクからの提供量  

2018 年 食品取扱量 0 トン 
 うち他のフードバンクからの提供量  2 トン 

 
№27  

団体正式名称 特定非営利活動法人 フードバンクとちぎ 
郵便番号 323-0822 
住所 栃木県小山市駅南町 1－12－32 
電話 080-1098-0097 
FAX 0285-27-2788 
メールアドレス foodbanktochig@gmail.com 
ホームページ URL － 

基本理念 
誰でも必要な時に食べ物を得ることができ、全ての人が安

心して暮らせる社会の実現に貢献したと考えてます。 
設立年（団体の設立年） 2013 年 1 月 
フードバンク活動の開始年 2013 年 1 月 
法人格の取得の有無 有 



 

 

取扱品 
加工食品（常温）、加工食品（冷蔵）、加工食品（冷凍）、

農産物 
提供の条件 賞味期限が３ヶ月以上残っているもの 

提供先 
児童養護施設、自立援助ホーム、障害者施設、生活困窮者

支援団体等 
2016 年 食品取扱量 － 
 うち他のフードバンクからの提供量  － 
2017 年 食品取扱量 － 
 うち他のフードバンクからの提供量  － 
2018 年 食品取扱量 － 
 うち他のフードバンクからの提供量  － 

 
№28  

団体正式名称 フードバンク道の駅思川 
郵便番号 323-0065 
住所 栃木県小山市大字下国府塚 25 番地 1 
電話 0285-38-2551 
FAX 0285-38-0240 
メールアドレス shop@michinoekiomoigawa.co.jp 
ホームページ URL http://www.michinoekiomoigawa.co.jp/ 
基本理念 貧困撲滅と食材の有効利用、フードロスの軽減。 
設立年（団体の設立年） 2016 年 12 月 
フードバンク活動の開始年 2016 年 12 月 
法人格の取得の有無 無 
取扱品 農産物 
提供の条件 主に農産物を扱っており、傷みの程度により判断 
提供先 生活困窮者支援団体、子ども食堂等 
2016 年 食品取扱量 － 
 うち他のフードバンクからの提供量  － 
2017 年 食品取扱量 － 
 うち他のフードバンクからの提供量  － 
2018 年 食品取扱量 － 
 うち他のフードバンクからの提供量  － 

 
№29  

団体正式名称 太田市社会支援課 フードバンクおおた 
郵便番号 373-0025 
住所 群馬県太田市熊野町 2 番 8 号 
電話 0276-25-0611 
FAX 0276-55-6260 
メールアドレス foodbankota@sunfield.ne.jp 

ホームページ URL 
http://www.city.ota.gunma.jp/005gyosei/0070-006kenko-
shakai/foodbank.html 



 

 

基本理念 

食べられるにもかかわらず処分されてしまう食品等を、企

業や個人等から寄贈・提供を受け、生活困窮のため支援を

必要としている人に適切に配布し、地域の仕組みとして確

立させ、相互扶助の社会づくりを目指す。 
設立年（団体の設立年） 2016 年 3 月 
フードバンク活動の開始年 2016 年 3 月 
法人格の取得の有無 有 
取扱品 加工食品（常温）、長期保存可能な菓子パンなど 
提供の条件 賞味期限が２ヶ月以上残っているもの 
提供先 児童養護施設、障害者施設、個人支援、子ども食堂等 
2016 年 食品取扱量 6 トン 
 うち他のフードバンクからの提供量  2 トン 
2017 年 食品取扱量 7 トン 
 うち他のフードバンクからの提供量  1 トン 
2018 年 食品取扱量 7 トン 
 うち他のフードバンクからの提供量  1 トン 

 
№30  

団体正式名称 一般社団法人中央ライフ・サポートセンター 
郵便番号 371-0007 
住所 群馬県前橋市上泉町 1852 番地 5 
電話 027-269-2501 
FAX 027-269-2593 
メールアドレス clsc.rd@gmail.com 
ホームページ URL http://clsc.web.fc2.com/ 

基本理念 

廃棄やリサイクルされている商品を、本業を通じた社会貢

献活動として「いわゆる社会的弱者」の支援活動等に提供

していただき、社会的課題を解決して「五方よし」（自分

よし、相手よし、社会よし、孫子よし、地球よし）を実

現。「福祉と食品の有効活用をこっそりささえる」 
設立年（団体の設立年） 2010 年 4 月 
フードバンク活動の開始年 2018 年 7 月 
法人格の取得の有無 有 

取扱品 
加工食品（常温）、加工食品（冷蔵）、加工食品（冷凍）、

農産物、水産物・畜産物 
提供の条件 賞味期限が１ヶ月以上残っているもの 

提供先 

児童養護施設、母子生活支援施設、自立援助ホーム、更生

支援施設、障害者施設、生活困窮者支援団体、老人施設、

グループホーム、学校外学習生活支援団体、子ども食堂等 
2016 年 食品取扱量 

 

 うち他のフードバンクからの提供量  

2017 年 食品取扱量 

 うち他のフードバンクからの提供量  

2018 年 食品取扱量 

 うち他のフードバンクからの提供量  



 

 

 
№31  

団体正式名称 フードバンク桐生（桐生市役所福祉課） 
郵便番号 376-8501 
住所 群馬県桐生市織姫町 1－1 
電話 0277-46-1111 
FAX 0277-45-2940 
メールアドレス fukushi@city.kiryu.lg.jp 
ホームページ URL www.city.kiryu.lg.jp 
基本理念 － 
設立年（団体の設立年） 2018 年 9 月 
フードバンク活動の開始年 2018 年 9 月 
法人格の取得の有無 有 
取扱品 加工食品（常温） 
提供の条件 賞味期限が３ヶ月以上残っているもの 
提供先 障害者施設、個人支援、老人施設、子ども食堂 
2016 年 食品取扱量 0 トン 
 うち他のフードバンクからの提供量  0 トン 
2017 年 食品取扱量 0 トン 
 うち他のフードバンクからの提供量  0 トン 
2018 年 食品取扱量 2 トン 
 うち他のフードバンクからの提供量  1 トン 

 
№32  

団体正式名称 特定非営利活動法人 三松会 フードバンク北関東 
郵便番号 374-0074 
住所 群馬県館林市高根町 109 
電話 0276-52-8188 
FAX 0276-49-6915 
メールアドレス kitakantoofb@gmail.com 
ホームページ URL http://www.sansyoukai.or.jp 

基本理念 
身寄りのない方、生活に困まっている方などによりそい支

援をする。食品ロスの発生抑制をする。 
設立年（団体の設立年） 1995 年 4 月 
フードバンク活動の開始年 2010 年 4 月 
法人格の取得の有無 有 

取扱品 
加工食品（常温）、加工食品（冷蔵）、加工食品（冷凍）、

農産物など 
提供の条件 賞味期限が１ヶ月以上残っているものなど 

提供先 

児童養護施設、母子生活支援施設、シェルター、自立援助

ホーム、更生支援施設、障害者施設、生活困窮者支援団

体、個人支援、炊き出し、老人施設、グループホーム、災

害支援団体、学校外学習生活支援団体、子ども食堂、外国

人支援団体等 



 

 

2016 年 食品取扱量 － 
 うち他のフードバンクからの提供量  － 
2017 年 食品取扱量 － 
 うち他のフードバンクからの提供量  － 
2018 年 食品取扱量 220 トン 
 うち他のフードバンクからの提供量  28 トン 

 
№33  

団体正式名称 フードバンクいるま 
郵便番号 358-0033 
住所 埼玉県入間市狭山台 4－20－4 
電話 090-3203-8844 
FAX 04-2937-4708 
メールアドレス foodbankiruma@gmail.com 
ホームページ URL http://www.ictv.ne.jp/~deitakeo/ 

基本理念 
食品ロスの削減と困窮者支援を目的に市民よる市民のため

の地域密着型のフードバンクを目指している。 
設立年（団体の設立年） 2018 年 5 月 
フードバンク活動の開始年 － 
法人格の取得の有無 無 
取扱品 加工食品（常温）、農産物など 
提供の条件 賞味期限が１ヶ月以上残っているもの 

提供先 
障害者施設、生活困窮者支援団体、学校外学習生活支援団

体、子ども食堂等 
2016 年 食品取扱量 0 トン 
 うち他のフードバンクからの提供量  0 トン 
2017 年 食品取扱量 0 トン 
 うち他のフードバンクからの提供量  0 トン 
2018 年 食品取扱量 5 トン 
 うち他のフードバンクからの提供量  1 トン 

 
№34  

団体正式名称 特定非営利活動法人 フードバンク埼玉 
郵便番号 330-0061 
住所 埼玉県さいたま市浦和区常盤 6－4－21 
電話 048-832-0115 
FAX 048-833-8746 
メールアドレス foobbanksaitama@gmail.com 
ホームページ URL http://www.foodbanksaitama.jp 
基本理念 もったいない、から、ありがとうへ。 
設立年（団体の設立年） 2017 年 7 月 
フードバンク活動の開始年 2011 年 10 月 



 

 

法人格の取得の有無 有 

取扱品 
加工食品（常温）、加工食品（冷蔵）、加工食品（冷凍）、

農産物 
提供の条件 賞味期限が２ヶ月以上残っているもの 

提供先 

児童養護施設、障害者施設、生活困窮者支援団体、個人支

援、災害支援団体、学校外学習生活支援団体、子ども食

堂、外国人支援団体等 
2016 年 食品取扱量 52 トン 
 うち他のフードバンクからの提供量  7 トン 
2017 年 食品取扱量 30 トン 
 うち他のフードバンクからの提供量  2 トン 
2018 年 食品取扱量 36 トン 
 うち他のフードバンクからの提供量  4 トン 

 
№35  

団体正式名称 ＮＰＯ法人フードバンクネット西埼玉 
郵便番号 359-1162 
住所 埼玉県所沢市和ケ原 1－166－7 
電話 070-5080-3068 
FAX 04-2968-3067 
メールアドレス fbnws2016@gmail.com 
ホームページ URL https://www.fbn-nishi-saitama.com 

基本理念 

・優しさのプラットホーム「フードバンク」・いつでも食

べものがもらえる場所があること。それは「生きる権利」

を守ること。・「もったいない」を「ありがとう」へ。 
設立年（団体の設立年） 2016 年 7 月 
フードバンク活動の開始年 2015 年 12 月 
法人格の取得の有無 有 
取扱品 加工食品（常温）、農産物など 
提供の条件 賞味期限が１ヶ月以上残っているもの 

提供先 

児童養護施設、シェルター、障害者施設、生活困窮者支援

団体、個人支援、老人施設、グループホーム、学校外学習

生活支援団体、子ども食堂等 
2016 年 食品取扱量 － 
 うち他のフードバンクからの提供量  － 
2017 年 食品取扱量 － 
 うち他のフードバンクからの提供量  － 
2018 年 食品取扱量 － 
 うち他のフードバンクからの提供量  － 

 
№36  

団体正式名称 
社会福祉法人  和光市社会福祉協議会 和光市くらし・仕

事相談センター すたんど・あっぷ和光 
郵便番号 351-0104 
住所 埼玉県和光市南 1－23－1 



 

 

電話 048-452-7608 
FAX 048-452-7603 
メールアドレス stand-up@wako-shakyo.or.jp 
ホームページ URL www.wako-shakyo.or.jp/ 

基本理念 

「ＷＩＴＨ～今日より素敵な明日のために～」地域の人々

と共に住み慣れたまちで安心して生活することができる

「福祉のまちづくり」目指しています。 
設立年（団体の設立年） 2016 年 7 月 
フードバンク活動の開始年 2016 年 7 月 
法人格の取得の有無 有 
取扱品 加工食品（常温）、農産物 
提供の条件 － 
提供先 生活困窮者支援団体、個人支援、子ども食堂 
2016 年 食品取扱量 － 
 うち他のフードバンクからの提供量  － 
2017 年 食品取扱量 － 
 うち他のフードバンクからの提供量  － 
2018 年 食品取扱量 － 
 うち他のフードバンクからの提供量  － 

 
№37  

団体正式名称 認定ＮＰＯ法人 グッドネーバーズ・ジャパン 
郵便番号 143-0016 
住所 東京都大田区大森北 2－14－2 3F 
電話 090-1689-6372 
FAX 03-6423-1766 
メールアドレス gohan@gnjp.org 
ホームページ URL www.gnjp.org 

基本理念 
ｖｉｓｉｏｎ子どもの笑顔にあふれ誰もが人間らしく生き

られる社会。 
設立年（団体の設立年） 2004 年 
フードバンク活動の開始年 2017 年 9 月 
法人格の取得の有無 有 
取扱品 加工食品（常温）、加工食品（冷蔵）、農産物など 

提供の条件 
賞味期限が１週間以内であっても、賞味期限までの日数が

残っているもの 
提供先 個人支援 
2016 年 食品取扱量 － 
 うち他のフードバンクからの提供量  － 
2017 年 食品取扱量 － 
 うち他のフードバンクからの提供量  － 
2018 年 食品取扱量 － 
 うち他のフードバンクからの提供量  － 



 

 

 
№38  

団体正式名称 特定非営利活動法人 さんきゅハウス 
郵便番号 190-0021 
住所 東京都立川市羽衣町 3－14－13 
電話 080-9177-3900 
FAX － 
メールアドレス a064kys@ac.auone-net.jp 
ホームページ URL sankyuuhausu@tbz.t-com.ne.jp 
基本理念 生活困窮者の自立支援。 
設立年（団体の設立年） 2011 年 7 月 
フードバンク活動の開始年 2011 年 
法人格の取得の有無 有 
取扱品 加工食品（常温）、加工食品（冷凍）、農産物など 
提供の条件 賞味期限が３ヶ月以上残っているもの 
提供先 生活困窮者支援団体、個人支援、子ども食堂等 
2016 年 食品取扱量 － 
 うち他のフードバンクからの提供量  － 
2017 年 食品取扱量 － 
 うち他のフードバンクからの提供量  － 
2018 年 食品取扱量 － 
 うち他のフードバンクからの提供量  － 

 
№39  

団体正式名称 認定ＮＰＯ法人 セカンドハーベスト・ジャパン 
郵便番号 111-0053 
住所 東京都台東区浅草橋 4－5－1 水田ビル 1F 
電話 03-5822-5375 
FAX 03-5822-5372 
メールアドレス foodbank@2hj.org 
ホームページ URL www.2hj.org 

基本理念 
誰でも十分な食べ物があるようにＰｅｏｐｌｅ ｈａｖｅ 

ｅｎｏｕｇｈ ｆｏｏｄ 
設立年（団体の設立年） 2002 年 3 月 
フードバンク活動の開始年 2000 年 1 月 
法人格の取得の有無 有 

取扱品 
加工食品（常温）、加工食品（冷蔵）、加工食品（冷凍）、

農産物 
提供の条件 都度、案件ごとに判断 

提供先 

児童養護施設、母子生活支援施設、シェルター、自立援助

ホーム、更生支援施設、障害者施設、生活困窮者支援団

体、個人支援、炊き出し、老人施設、グループホーム、災

害支援団体、学校外学習生活支援団体、子ども食堂等 



 

 

2016 年 食品取扱量 － 
 うち他のフードバンクからの提供量  － 
2017 年 食品取扱量 － 
 うち他のフードバンクからの提供量  － 
2018 年 食品取扱量 － 
 うち他のフードバンクからの提供量  － 

 
№40  

団体正式名称 フードバンクいたばし 
郵便番号 174-0063 
住所 東京都板橋区前野町 5－41－5 
電話 03-3965-2780 
FAX 03-6789-2242 
メールアドレス gyousou@jcom.home.ne.jp 
ホームページ URL foodbankitabashi.jimdo.com 
基本理念 もったいないをおせっかいしておすそわけ。｛代表｝ 
設立年（団体の設立年） 2017 年 3 月 
フードバンク活動の開始年 2016 年 3 月 
法人格の取得の有無 無 
取扱品 加工食品（常温） 
提供の条件 賞味期限が２ヶ月以上残っているもの 

提供先 

児童養護施設、母子生活支援施設、自立援助ホーム、更生

支援施設、生活困窮者支援団体、災害支援団体、学校外学

習生活支援団体、子ども食堂等 
2016 年 食品取扱量 0 トン 
 うち他のフードバンクからの提供量  0 トン 
2017 年 食品取扱量 1 トン 
 うち他のフードバンクからの提供量  0 トン 
2018 年 食品取扱量 1 トン 
 うち他のフードバンクからの提供量  0 トン 

 
№41  

団体正式名称 特定非営利活動法人 フードバンク狛江 
郵便番号 201-0012 
住所 東京都狛江市中和泉 3－12－3 パインハウス狛江 101 
電話 090-8014-6437 
FAX 03-5497-0272 
メールアドレス info@fb-komae.org 
ホームページ URL https://fb-komae.org/ 
基本理念 食の支援を通じて支え合う地域づくり。 
設立年（団体の設立年） 2016 年 5 月 
フードバンク活動の開始年 2014 年 12 月 



 

 

法人格の取得の有無 有 
取扱品 加工食品（常温）、農産物 
提供の条件 賞味期限が１ヶ月以上残っているもの 

提供先 

障害者施設、生活困窮者支援団体、個人支援、炊き出し、

老人施設、グループホーム、学校外学習生活支援団体、子

ども食堂等 
2016 年 食品取扱量 － 
 うち他のフードバンクからの提供量  － 
2017 年 食品取扱量 － 
 うち他のフードバンクからの提供量  － 
2018 年 食品取扱量 － 
 うち他のフードバンクからの提供量  － 

 
№42  

団体正式名称 フードバンク立川 
郵便番号 190-0013 
住所 東京都立川市富士見町 2－36－47 
電話 042-529-8323 
FAX 042-529-8714 
メールアドレス fbtachikawa@gmail.com 
ホームページ URL https://foodbanktachikawa.wordpress.com/ 

基本理念 

立川市を中心に、フードバンク活動の推進を主として活動

し、困窮している市民への支援をしていき、社会的な連帯

活動を進めていく。 
設立年（団体の設立年） 2017 年 2 月 
フードバンク活動の開始年 2015 年 
法人格の取得の有無 有 
取扱品 加工食品（常温） 
提供の条件 賞味期限が２ヶ月以上残っているもの 
提供先 個人支援、子ども食堂 
2016 年 食品取扱量 － 
 うち他のフードバンクからの提供量  － 
2017 年 食品取扱量 － 
 うち他のフードバンクからの提供量  － 
2018 年 食品取扱量 － 
 うち他のフードバンクからの提供量  － 

 
№43  

団体正式名称 特定非営利活動法人フードバンクＴＡＭＡ 
郵便番号 191-0062 

住所 
東京都日野市多摩平 5－3－2 プレジャーガーデン豊田

101 
電話 080-6814-3657 



 

 

FAX － 
メールアドレス foodbank.tama@gmail.com 
ホームページ URL foodbank-tama.com 

基本理念 
本法人は、設立時から子供の貧困対策をメインテーマとし

て、フードバンク活動に取り組んできました。 
設立年（団体の設立年） 2016 年 9 月 
フードバンク活動の開始年 2016 年 4 月 
法人格の取得の有無 有 
取扱品 加工食品（常温）、加工食品（冷凍）、農産物など 
提供の条件 賞味期限が２ヶ月以上残っているもの 

提供先 

児童養護施設、母子生活支援施設、シェルター、自立援助

ホーム、更生支援施設、障害者施設、生活困窮者支援団

体、個人支援、学校外学習生活支援団体、子ども食堂等 
2016 年 食品取扱量 5 トン 
 うち他のフードバンクからの提供量  1 トン 
2017 年 食品取扱量 13 トン 
 うち他のフードバンクからの提供量  1 トン 
2018 年 食品取扱量 30 トン 
 うち他のフードバンクからの提供量  1 トン 

 
№44  

団体正式名称 フードバンク調布 
郵便番号 182-0035 
住所 東京都調布市上石原 1－27－8 カフェ侘助 
電話 090-8051-3922 
FAX 042-482-0642 
メールアドレス info@foodbank-chofu.org 
ホームページ URL http://www.facebook.com/Foodbank.Chofu 

基本理念 
食品ロスを減らし、生活困窮者への支援を通して、食を分

かちあい、共に支えあう心豊かな社会を作る。 
設立年（団体の設立年） 2017 年 12 月 
フードバンク活動の開始年 2017 年 12 月 
法人格の取得の有無 無 
取扱品 加工食品（常温） 
提供の条件 賞味期限が１ヶ月以上残っているもの 

提供先 

児童養護施設、母子生活支援施設、障害者施設、個人支

援、老人施設、グループホーム、学校外学習生活支援団

体、子ども食堂等 
2016 年 食品取扱量 

 
 うち他のフードバンクからの提供量  

2017 年 食品取扱量 

 うち他のフードバンクからの提供量  

2018 年 食品取扱量 3 トン 
 うち他のフードバンクからの提供量  0 トン 



 

 

 
№45  

団体正式名称 特定非営利活動法人 フードバンク八王子えがお 
郵便番号 193-0823 
住所 東京都八王子市横川町 108－8－11 
電話 090-1042-0908 
FAX 042-649-7125 
メールアドレス fb8egao@gmail.com 
ホームページ URL http://www.fb8egao.com/ 

基本理念 
「食で支えよう ひと 地域 未来」困ったときはお互い

さまの気持ちで支えあう地域をつくろう。 
設立年（団体の設立年） 2016 年 9 月 
フードバンク活動の開始年 2016 年 3 月 
法人格の取得の有無 有 
取扱品 加工食品（常温）、冷凍パンなど 
提供の条件 賞味期限が２ヶ月以上残っているもの 
提供先 児童養護施設、個人支援、グループホーム、子ども食堂等 
2016 年 食品取扱量 － 
 うち他のフードバンクからの提供量  － 
2017 年 食品取扱量 － 
 うち他のフードバンクからの提供量  － 
2018 年 食品取扱量 － 
 うち他のフードバンクからの提供量  － 

 
№46   

団体正式名称 フードバンクみたか 

郵便番号 181-0013 

住所 東京都三鷹市下連雀 8 丁目 6-1-103 

電話 080-5545-1169 
FAX 無し 

メールアドレス foodbankmitaka@gmail.com 
ホームページ URL http://www.facebook.com/foodbankmitaka 

基本理念 

市場に出すことが出来ない規格外食品などを、企業・農家な

どから提供してもらい、必要としている福祉施設や生活困

窮者に届けるフードバンクシステムを構築するとともに、

フードロス削減に向けた運動に協力する。これらの活動を

通して、支え合う心豊かな社会をつくることを目的とする。 
設立年（団体の設立年） 2019 年 7 月 

フードバンク活動の開始年 2019 年 2 月 

法人格の取得の有無 無し 

取扱品 

◇常温保存可能なもの。 
◇白米（精米日が分かるもの）、玄米、パックごはん、ア

ルファ米、缶詰、インスタント食品、乾物、レトルト食

品、嗜好品、調味料など 



 

 

＊生ものは受け付けておりません。 

提供の条件 未開封で、賞味期限が１ヶ月以上あるもの。 

提供先 
三鷹市生活・就労支援窓口または三鷹市社会福祉協議会を

通じての福祉団体や個人。子ども食堂等。 
2016 年 食品取扱量 － 

 うち他のフードバンクからの提供量  － 

2017 年 食品取扱量 － 

 うち他のフードバンクからの提供量  － 

2018 年 食品取扱量 － 

 うち他のフードバンクからの提供量  － 

（備考）2019 年 2 月～2020 年 2 月 食品取扱量 2.1 トン 

 
№47  

団体正式名称 ＮＰＯ法人ｗｉｓｈ 
郵便番号 252-0326 
住所 神奈川県相模原市南区磯部 4800－5 
電話 080-3472-5859 
FAX － 
メールアドレス mikiko555@icloud.com 
ホームページ URL － 

基本理念 
子供たちがしっかり食べて成長し、人生の選択肢を広げら

れるようにすること。 
設立年（団体の設立年） 2016 年 3 月 
フードバンク活動の開始年 2016 年 3 月 
法人格の取得の有無 有 
取扱品 加工食品（常温）、農産物など 

提供の条件 
賞味期限が１週間以内であっても、賞味期限までの日数が

残っているもの 

提供先 

児童養護施設、母子生活支援施設、自立援助ホーム、障害

者施設、生活困窮者支援団体、個人支援、老人施設、学校

外学習生活支援団体、子ども食堂等 
2016 年 食品取扱量 － 
 うち他のフードバンクからの提供量  － 
2017 年 食品取扱量 － 
 うち他のフードバンクからの提供量  － 
2018 年 食品取扱量 － 
 うち他のフードバンクからの提供量  － 

 
№48  

団体正式名称 特定非営利活動法人 神奈川フードバンク・プラス 
郵便番号 231-0842 
住所 神奈川県横浜市中区上野町 2 丁目 53 シャローム館 
電話 090-4249-0593 



 

 

FAX － 
メールアドレス jimukyoku@foodbankplus-kanagawa.org 
ホームページ URL http://foodbankplus-kanagawa.org/ 

基本理念 

理念：食の支援を入り口に「おたがいさま」が当たり前に

なる「ささえあい」のネットワークづくりを目指します。

目的：生活困窮者、高齢者、ひとり親家庭及び、その困窮

する実態に陥るおそれのある人々に対して、他のフードバ

ンク団体と協力しながら、食品の提供及び生活支援に関す

る事業を行い、食品ロス削減を通じて、地域社会の福祉増

進に寄与する事を目的とする。 
設立年（団体の設立年） 2016 年 9 月 
フードバンク活動の開始年 2016 年 9 月 
法人格の取得の有無 有 
取扱品 加工食品（常温）など 
提供の条件 賞味期限が１ヶ月以上残っているもの 

提供先 

シェルター、自立援助ホーム、更生支援施設、障害者施

設、生活困窮者支援団体、個人支援、炊き出し、グループ

ホーム、災害支援団体、学校外学習生活支援団体、子ども

食堂、外国人支援団体等 
2016 年 食品取扱量 

 
 うち他のフードバンクからの提供量  

2017 年 食品取扱量 

 うち他のフードバンクからの提供量  

2018 年 食品取扱量 13 トン 
 うち他のフードバンクからの提供量  3 トン 

 
№49  

団体正式名称 公益社団法人 フードバンクかながわ 
郵便番号 236-0051 
住所 神奈川県横浜市金沢区富岡東 2－4－45 
電話 045-349-5803 
FAX 045-349-5804 
メールアドレス info@fb-kanagaw.com 
ホームページ URL https://www.fb-kanagawa.com 

基本理念 

私たちは、個人や団体、企業から消費するには十分安全で

あるにもかかわらず廃棄されてしまう食料の寄贈を受け、

支援を必要としている生活困窮者等に非営利団体を通じて

適切に配るフードバンクシステムの確立をめざします。 
設立年（団体の設立年） 2018 年 2 月 
フードバンク活動の開始年 2018 年 4 月 
法人格の取得の有無 有 
取扱品 加工食品（常温） 
提供の条件 賞味期限が２ヶ月以上残っているもの 

提供先 

児童養護施設、母子生活支援施設、自立援助ホーム、更生

支援施設、障害者施設、生活困窮者支援団体、炊き出し、

災害支援団体、学校外学習生活支援団体、子ども食堂等 



 

 

2016 年 食品取扱量 

 
 うち他のフードバンクからの提供量  

2017 年 食品取扱量 

 うち他のフードバンクからの提供量  

2018 年 食品取扱量 46 トン 
 うち他のフードバンクからの提供量  4 トン 

 
№50  

団体正式名称 
フードバンクかわさき（非営利型一般社団法人ファース

ト・ステップ） 
郵便番号 214-0012 

住所 
神奈川県川崎市多摩区中野島 6－21－2 マルマスハイム

1F 
電話 044-440-4444 
FAX 044-330-1319 
メールアドレス info@fb-k.jp 
ホームページ URL http://fb-k.jp 

基本理念 
「餓死や生活苦からの自殺をなくすために」「生活が苦し

い人の食と心を支えるフードバンク」。 
設立年（団体の設立年） 2013 年 1 月 
フードバンク活動の開始年 2013 年 1 月 
法人格の取得の有無 有 

取扱品 
加工食品（常温）、加工食品（冷蔵）、加工食品（冷凍）、

農産物、水産物・畜産物、日用品など 
提供の条件 賞味期限が１ヶ月以上残っているものなど 

提供先 
母子生活支援施設、シェルター、生活困窮者支援団体、個

人支援、災害支援団体、学校外学習生活支援団体等 
2016 年 食品取扱量 － 
 うち他のフードバンクからの提供量  － 
2017 年 食品取扱量 － 
 うち他のフードバンクからの提供量  － 
2018 年 食品取扱量 － 
 うち他のフードバンクからの提供量  － 

 
№51  

団体正式名称 特定非営利活動法人 フードバンクひらつか 
郵便番号 254-0911 
住所 神奈川県平塚市山下 12－1 リゾート高麗 101 
電話 0463-79-5824 
FAX 0463-79-5825 
メールアドレス hiratuka.foodbank@gmail.com 
ホームページ URL foodbank-hiratsuka.com 

基本理念 

食品ロスを目的として企業、一般家庭などから食品を頂

き、この食品をひとり親家庭や行政などから依頼がある生

活困窮者に対して、無償提供することで貧困問題の解決を



 

 

目指します。 

設立年（団体の設立年） 2017 年 7 月 
フードバンク活動の開始年 2017 年 7 月 
法人格の取得の有無 有 
取扱品 加工食品（常温）、加工食品（冷凍）、農産物 
提供の条件 賞味期限が２ヶ月以上残っているもの 

提供先 
自立援助ホーム、生活困窮者支援団体、個人支援、炊き出

し、学校外学習生活支援団体、子ども食堂等 
2016 年 食品取扱量 

 
 うち他のフードバンクからの提供量  

2017 年 食品取扱量 1 トン 
 うち他のフードバンクからの提供量  0 トン 
2018 年 食品取扱量 2 トン 
 うち他のフードバンクからの提供量  1 トン 

 
№52  

団体正式名称 ＮＰＯフードバンク横浜 
郵便番号 221-0052 
住所 神奈川県横浜市神奈川区栄町 16－1－304 
電話 070-5582-9924 
FAX － 
メールアドレス kato@fbyokohama.jp 
ホームページ URL www.fbyokohama.jp 
基本理念 だれ一人おきざりにしない。 
設立年（団体の設立年） 2016 年 12 月 
フードバンク活動の開始年 2016 年 12 月 
法人格の取得の有無 有 
取扱品 加工食品（常温）、加工食品（冷蔵）、農産物 
提供の条件 賞味期限が１ヶ月以上残っているもの 

提供先 
児童養護施設、母子生活支援施設、生活困窮者支援団体、

個人支援、炊き出し、老人施設、子ども食堂等 
2016 年 食品取扱量 － 
 うち他のフードバンクからの提供量  － 
2017 年 食品取扱量 － 
 うち他のフードバンクからの提供量  － 
2018 年 食品取扱量 － 
 うち他のフードバンクからの提供量  － 

 
№53  

団体正式名称 ＮＰＯ法人もったいないジャパン 
郵便番号 253-0071 
住所 神奈川県茅ケ崎市萩園 1642－2 



 

 

電話 0467-38-7222 
FAX － 
メールアドレス info@mottainai-japan.com 
ホームページ URL http://mottainai-japan.com/ 

基本理念 

この法人は「もったいない」の心を活動の軸とし、まだ食

べられるのに廃棄される食品や、使用できる日用品などを

広く集め、それを必要としている国内外の福祉団体や個人

等に寄贈し、また「もったいない精神」を普及することに

より、明るく健康で笑顔の絶えない社会の実現に貢献する

ことを目的とする（定款より抜粋）。 
設立年（団体の設立年） 2016 年 4 月 
フードバンク活動の開始年 2016 年 4 月 
法人格の取得の有無 有 
取扱品 加工食品（常温）、農産物 
提供の条件 賞味期限が３ヶ月以上残っているもの 

提供先 

児童養護施設、母子生活支援施設、自立援助ホーム、障害

者施設、生活困窮者支援団体、個人支援、炊き出し、老人

施設、グループホーム、災害支援団体、学校外学習生活支

援団体、子ども食堂等 
2016 年 食品取扱量 － 
 うち他のフードバンクからの提供量  － 
2017 年 食品取扱量 － 
 うち他のフードバンクからの提供量  － 
2018 年 食品取扱量 － 
 うち他のフードバンクからの提供量  － 

 
№54  

団体正式名称 特定非営利活動法人ワンエイド 
郵便番号 252-0001 
住所 神奈川県座間市相模が丘 4－42－20 
電話 046-258-0002 
FAX 046-259-9514 
メールアドレス own_aid@yahoo.co.jp 
ホームページ URL http://own-aid.com 
基本理念 － 
設立年（団体の設立年） 2011 年 1 月 
フードバンク活動の開始年 2016 年 1 月 
法人格の取得の有無 有 
取扱品 加工食品（常温）、農産物 
提供の条件 賞味期限が２ヶ月以上残っているもの 

提供先 

児童養護施設、母子生活支援施設、シェルター、障害者施

設、生活困窮者支援団体、個人支援、老人施設、学校外学

習生活支援団体、子ども食堂等 
2016 年 食品取扱量 － 
 うち他のフードバンクからの提供量  － 



 

 

2017 年 食品取扱量 － 
 うち他のフードバンクからの提供量  － 
2018 年 食品取扱量 － 
 うち他のフードバンクからの提供量  － 

 
№55  

団体正式名称 フードバンクしばた 
郵便番号 957-0065 
住所 新潟県新発田市舟入町 1－1－38 土田方 
電話 090-3047-8732 
FAX 0254-26-7802 
メールアドレス － 
ホームページ URL － 
基本理念 － 
設立年（団体の設立年） 2016 年 3 月 
フードバンク活動の開始年 2016 年 3 月 
法人格の取得の有無 無 

取扱品 
加工食品（常温）、加工食品（冷蔵）、加工食品（冷凍）、

農産物、水産物・畜産物など 
提供の条件 賞味期限が２週間以上残っているもの 
提供先 個人支援、子ども食堂等 
2016 年 食品取扱量 － 
 うち他のフードバンクからの提供量  － 
2017 年 食品取扱量 － 
 うち他のフードバンクからの提供量  － 
2018 年 食品取扱量 － 
 うち他のフードバンクからの提供量  － 

 
№56  

団体正式名称 特定非営利活動法人フードバンクにいがた 
郵便番号 950-0965 
住所 新潟県新潟市中央区新光町 6－2 勤労福祉会館 4F 
電話 025-384-4466 
FAX 025-384-8224 
メールアドレス fbn@roukyou.ne.jp 
ホームページ URL － 

基本理念 

新潟県における食のセーフティネットを支えるフードバン

クシステムを構築し市民行政、企業、福祉施設の皆さんと

協同し食べ物がムダなく消費され誰もが食を分かち合える

心豊かな社会づくりを目指していきます。 
設立年（団体の設立年） 2013 年 7 月 
フードバンク活動の開始年 2013 年 7 月 
法人格の取得の有無 有 



 

 

取扱品 
加工食品（常温）、加工食品（冷蔵）、加工食品（冷凍）、

農産物 
提供の条件 賞味期限が２ヶ月以上残っているものなど 

提供先 

児童養護施設、母子生活支援施設、シェルター、自立援助

ホーム、更生支援施設、障害者施設、生活困窮者支援団

体、個人支援、老人施設、グループホーム、災害支援団

体、子ども食堂等 
2016 年 食品取扱量 － 
 うち他のフードバンクからの提供量  － 
2017 年 食品取扱量 － 
 うち他のフードバンクからの提供量  － 
2018 年 食品取扱量 － 
 うち他のフードバンクからの提供量  － 

 
№57  

団体正式名称 特定非営利活動法人 フードバンクとやま 
郵便番号 939-0256 
住所 富山県射水市広上 1159 
電話 090-1393-5619 
FAX 0766-52-1331 
メールアドレス foodbank.toyama@gmail.com 
ホームページ URL http://www.foodbank-toyama.com 
基本理念 いっしょにＭＴＴＡＩＮＡＩをつなげよう！ 
設立年（団体の設立年） 2009 年 1 月 
フードバンク活動の開始年 2009 年 10 月 
法人格の取得の有無 有 
取扱品 加工食品（常温）、農産物など 
提供の条件 賞味期限が１ヶ月以上残っているもの 

提供先 

児童養護施設、母子生活支援施設、自立援助ホーム、更生

支援施設、障害者施設、生活困窮者支援団体、個人支援、

炊き出し、老人施設、グループホーム、災害支援団体、学

校外学習生活支援団体、子ども食堂等 
2016 年 食品取扱量 8 トン 
 うち他のフードバンクからの提供量  0 トン 
2017 年 食品取扱量 8 トン 
 うち他のフードバンクからの提供量  0 トン 
2018 年 食品取扱量 14 トン 
 うち他のフードバンクからの提供量  0 トン 

 
№58  

団体正式名称 いしかわフードバンク・ネット 
郵便番号 920-0024 
住所 石川県金沢市西念 3 丁目 3－5 
電話 090-2128-3745 



 

 

FAX 076-222-3374 
メールアドレス info@foodbank-shinshu.org 
ホームページ URL http://isikawafb.net 

基本理念 

安心してくらせる地域インフラの一つとしてフードバン

ク・フードドライブのしくみを県内に定着させていくため

設立。１．県内のフードバンク団体、福祉団体、こども食

堂、各種団体、自治体、関心を持つ県民と連携してフード

バンク・フードドライブのしくみを県内に広める。２．食

品を必要としている現場のニーズに基づき、企業や個人に

働き掛け、食品の寄贈をコーディネートする。３．食品ロ

ス削減のための啓発を行う。 
設立年（団体の設立年） 2019 年 3 月 
フードバンク活動の開始年 2019 年 4 月 
法人格の取得の有無 有 
取扱品 加工食品（常温） 
提供の条件 賞味期限が１ヶ月以上残っているもの 

提供先 

児童養護施設、母子生活支援施設、シェルター、自立援助

ホーム、更生支援施設、生活困窮者支援団体、老人施設、

グループホーム、学校外学習生活支援団体、子ども食堂等 
2016 年 食品取扱量 － 
 うち他のフードバンクからの提供量  － 
2017 年 食品取扱量 － 
 うち他のフードバンクからの提供量  － 
2018 年 食品取扱量 － 
 うち他のフードバンクからの提供量  － 

 
№59  

団体正式名称 特定非営利活動法人 フードバンクいしかわ 
郵便番号 923-1246 
住所 石川県能美市倉重町丁 34－1 エポック 21A202 
電話 080-3723-8316 
FAX － 
メールアドレス － 
ホームページ URL － 
基本理念 もったいないをありがたいに！ 
設立年（団体の設立年） 2009 年 8 月 
フードバンク活動の開始年 2008 年 8 月 
法人格の取得の有無 有 

取扱品 
加工食品（常温）、加工食品（冷蔵）、加工食品（冷凍）、

農産物、水産物・畜産物など 
提供の条件 賞味期限が１ヶ月以上残っているものなど 

提供先 

児童養護施設、母子生活支援施設、シェルター、自立援助

ホーム、更生支援施設、障害者施設、生活困窮者支援団

体、個人支援、炊き出し、老人施設、グループホーム、災

害支援団体、学校外学習生活支援団体、子ども食堂等 
2016 年 食品取扱量 － 



 

 

 うち他のフードバンクからの提供量  － 
2017 年 食品取扱量 － 
 うち他のフードバンクからの提供量  － 
2018 年 食品取扱量 － 
 うち他のフードバンクからの提供量  － 

 
№60  

団体正式名称 特定非営利活動法人フードバンク小松 
郵便番号 923-0831 
住所 石川県小松市打越町丙 106－3 
電話 0761-48-8739 
FAX 0761-48-8739 
メールアドレス npo.foodross-0.komatsu@outlook.jp 
ホームページ URL なし 

基本理念 

この法人は、南加賀を中心とした住民や他団体らに対して

フードドライブ・フードバンクや日用品の再利用の提供及

び生活支援に関する事業を行い、住民の生活安定と環境保

全に寄与することを目的とする。 
設立年（団体の設立年） 2020 年 1 月 
フードバンク活動の開始年 2018 年 4 月 
法人格の取得の有無 有 
取扱品 加工食品（常温）、米など 

提供の条件 
賞味期限が１週間以内であっても、賞味期限までの日数が

残っているもの 

提供先 
シェルター、自立援助ホーム、生活困窮者支援団体、個人

支援、子ども食堂等 
2016 年 食品取扱量 0 トン 
 うち他のフードバンクからの提供量  0 トン 
2017 年 食品取扱量 0 トン 
 うち他のフードバンクからの提供量  0 トン 
2018 年 食品取扱量 0 トン 
 うち他のフードバンクからの提供量  0 トン 

 
№61  

団体正式名称 特定非営利活動法人 フードバンクふくい 
郵便番号 916-0054 
住所 福井県鯖江市舟津町 4 丁目 4－5 サンハイツ 1D 
電話 090-6811-3363 
FAX 0778-42-8806 
メールアドレス foodbank-fukui@cap.ocn.ne.jp 
ホームページ URL foodbank-fukui.com 
基本理念 － 
設立年（団体の設立年） 2016 年 8 月 



 

 

フードバンク活動の開始年 2016 年 10 月 
法人格の取得の有無 有 

取扱品 
加工食品（常温）、加工食品（冷蔵）、加工食品（冷凍）、

農産物など 
提供の条件 賞味期限が１ヶ月以上残っているものなど 

提供先 
児童養護施設、母子生活支援施設、生活困窮者支援団体、

個人支援、老人施設、グループホーム、子ども食堂等 
2016 年 食品取扱量 － 
 うち他のフードバンクからの提供量  － 
2017 年 食品取扱量 － 
 うち他のフードバンクからの提供量  － 
2018 年 食品取扱量 － 
 うち他のフードバンクからの提供量  － 

 
№62  

団体正式名称 認定ＮＰＯ法人 フードバンク山梨 
郵便番号 400-0214 
住所 山梨県南アルプス市百々3697－2 
電話 055-298-4844 
FAX 055-298-4885 
メールアドレス info@fbyama.com 
ホームページ URL https://fbyamana.fbmatch.net 

基本理念 

十分に安全に食べられるのに、箱が壊れたり印字が薄くな

ったりして販売できない食品や、家庭から出る余剰食品を

寄贈していただき生活困窮家庭や訪施・団体に無償で提供

する。 
設立年（団体の設立年） 2008 年 10 月 
フードバンク活動の開始年 2008 年 10 月 
法人格の取得の有無 有 
取扱品 加工食品（常温）、農産物など 
提供の条件 賞味期限が１ヶ月以上残っているものなど 

提供先 

児童養護施設、母子生活支援施設、シェルター、自立援助

ホーム、更生支援施設、障害者施設、生活困窮者支援団

体、個人支援、炊き出し、老人施設、グループホーム、子

ども食堂等 
2016 年 食品取扱量 － 
 うち他のフードバンクからの提供量  － 
2017 年 食品取扱量 － 
 うち他のフードバンクからの提供量  － 
2018 年 食品取扱量 － 
 うち他のフードバンクからの提供量  － 

 
 
 



 

 

№63  

団体正式名称 特定非営利活動法人フードバンク信州 
郵便番号 381-0034 
住所 長野県長野市大字高田 1029 番地 1 
電話 026-219-3215 
FAX 026-219-3216 
メールアドレス info@foodbank-shinshu.org 
ホームページ URL http://foodbank-shinshu.org/ 

基本理念 

・食品ロスの削減と資源の有効活用。・生活困窮者の自立

支援。・資源循環による地域支え合いのネットワークづく

り。 
設立年（団体の設立年） 2016 年 2 月 
フードバンク活動の開始年 2016 年 2 月 
法人格の取得の有無 有 
取扱品 加工食品（常温） 
提供の条件 賞味期限が１ヶ月以上残っているもの 

提供先 

母子生活支援施設、シェルター、障害者施設、生活困窮者

支援団体、個人支援、グループホーム、災害支援団体、子

ども食堂等 
2016 年 食品取扱量 17 トン 
 うち他のフードバンクからの提供量  0 トン 
2017 年 食品取扱量 26 トン 
 うち他のフードバンクからの提供量  0 トン 
2018 年 食品取扱量 29 トン 
 うち他のフードバンクからの提供量  0 トン 

 
№64  

団体正式名称 特定非営利活動法人ＮＰＯホットライン信州 
郵便番号 399-0011 
住所 長野県松本市寿北 5－4－28－1 
電話 080-8702-2799 
FAX 0263-57-3168 
メールアドレス yff52160@nifty.com 
ホームページ URL https://hotline-shinshu.jimdo.com/ 

基本理念 

生活困窮者への多角的な支援等を通して、誰もが「居場

所」「出番」自立」「生活の改善」ができるよう、地域・環

境・ネットワーク作りに寄与することで社会福祉の向上を

図ることを目的とし、食糧支援や行政機関等への同行支援

などを通じて、地域社会の支援制度の改善と事業内容の充

実を図る。 
設立年（団体の設立年） 2012 年 4 月 
フードバンク活動の開始年 2014 年 4 月 
法人格の取得の有無 有 

取扱品 
加工食品（常温）、加工食品（冷凍）、農産物、水産物・畜

産物など 



 

 

提供の条件 賞味期限が１ヶ月以上残っているもの 

提供先 

児童養護施設、母子生活支援施設、障害者施設、個人支

援、炊き出し、グループホーム、災害支援団体、子ども食

堂等 
2016 年 食品取扱量 － 
 うち他のフードバンクからの提供量  － 
2017 年 食品取扱量 － 
 うち他のフードバンクからの提供量  － 
2018 年 食品取扱量 － 
 うち他のフードバンクからの提供量  － 

 
№65  

団体正式名称 ＮＰＯ法人たすけ愛おおがき フードバンクぎふ 
郵便番号 503-0034 
住所 岐阜県大垣市荒尾町 1490－3 
電話 090-3383-2301 
FAX 0584-91-3504 
メールアドレス － 
ホームページ URL － 
基本理念 － 
設立年（団体の設立年） 2014 年 5 月 
フードバンク活動の開始年 2002 年 
法人格の取得の有無 有 

取扱品 
加工食品（常温）、加工食品（冷蔵）、加工食品（冷凍）、

農産物など 
提供の条件 － 
提供先 児童養護施設、個人支援、子ども食堂 
2016 年 食品取扱量 － 
 うち他のフードバンクからの提供量  － 
2017 年 食品取扱量 － 
 うち他のフードバンクからの提供量  － 
2018 年 食品取扱量 － 
 うち他のフードバンクからの提供量  － 

 
№66  

団体正式名称 認定ＮＰＯ法人フードバンクふじのくに 
郵便番号 420-0071 

住所 
静岡県静岡市葵区一番町 50 番地 番町市民活動センター2
階 

電話 054-248-6177 
FAX 054-248-6178 
メールアドレス info@fb-fujinokuni.org 
ホームページ URL fb-fujinokuni.org 



 

 

基本理念 
食品ロスの有効活用により、食料をムダにせず、食を分か

ち合い、命や人権を守る。 
設立年（団体の設立年） 2014 年 5 月 
フードバンク活動の開始年 2014 年 5 月 
法人格の取得の有無 有 
取扱品 加工食品（常温） 
提供の条件 賞味期限が１ヶ月以上残っているもの 

提供先 

児童養護施設、母子生活支援施設、シェルター、自立援助

ホーム、更生支援施設、障害者施設、生活困窮者支援団

体、個人支援、炊き出し、老人施設、グループホーム、災

害支援団体、学校外学習生活支援団体、子ども食堂等 
2016 年 食品取扱量 － 
 うち他のフードバンクからの提供量  － 
2017 年 食品取扱量 － 
 うち他のフードバンクからの提供量  － 
2018 年 食品取扱量 7 トン 
 うち他のフードバンクからの提供量  1 トン 

 
№67  

団体正式名称 ＮＰＯ法人ＰＯＰＯＬＯ 
郵便番号 416-0914 
住所 静岡県静岡市葵区宮ケ崎町 53 番地 
電話 0545-62-8255 
FAX 0545-77-8565 
メールアドレス info@npo-popolo.org 
ホームページ URL npo-popolo.org 
基本理念 － 
設立年（団体の設立年） 2010 年 1 月 
フードバンク活動の開始年 2012 年 
法人格の取得の有無 有 
取扱品 加工食品（常温） 
提供の条件 賞味期限が１ヶ月以上残っているもの 
提供先 個人支援、子ども食堂等 
2016 年 食品取扱量 0 トン 
 うち他のフードバンクからの提供量  0 トン 
2017 年 食品取扱量 4 トン 
 うち他のフードバンクからの提供量  0 トン 
2018 年 食品取扱量 5 トン 
 うち他のフードバンクからの提供量  0 トン 

 
 
 
 



 

 

№68  

団体正式名称 特定非営利活動法人 セカンドハーベスト名古屋 
郵便番号 462-0831 
住所 愛知県名古屋市北区城東町七丁目 148 番地 
電話 052-913-6280 
FAX 052-913-6281 
メールアドレス info@2h-nagoya.org 
ホームページ URL https://www.2h-nagoya.org/ 

基本理念 
フードバンク活動を通じ東海地方における食のセーフティ

ネットを構築する。 
設立年（団体の設立年） 2009 年 1 月 
フードバンク活動の開始年 2008 年 9 月 
法人格の取得の有無 有 

取扱品 
加工食品（常温）、加工食品（冷蔵）、加工食品（冷凍）、

農産物など 
提供の条件 賞味期限が１ヶ月以上残っているもの 

提供先 

児童養護施設、母子生活支援施設、シェルター、自立援助

ホーム、更生支援施設、障害者施設、生活困窮者支援団

体、個人支援、炊き出し、グループホーム、災害支援団

体、学校外学習生活支援団体、子ども食堂等 
2016 年 食品取扱量 400 トン 
 うち他のフードバンクからの提供量  80 トン 
2017 年 食品取扱量 450 トン 
 うち他のフードバンクからの提供量  90 トン 
2018 年 食品取扱量 450 トン 
 うち他のフードバンクからの提供量  90 トン 

 
№69  

団体正式名称 特定非営利活動法人 フードバンクかすがい 
郵便番号 480-0304 
住所 愛知県春日井市神屋町 2298－707 
電話 070-5251-4277 
FAX － 
メールアドレス fbkasugai@gmail.com 
ホームページ URL － 
基本理念 － 
設立年（団体の設立年） － 
フードバンク活動の開始年 2013 年 10 月 
法人格の取得の有無 有 
取扱品 加工食品（常温）、農産物など 
提供の条件 賞味期限が１ヶ月以上残っているもの 

提供先 

児童養護施設、母子生活支援施設、シェルター、自立援助

ホーム、障害者施設、生活困窮者支援団体、個人支援、炊

き出し、グループホーム、子ども食堂 



 

 

2016 年 食品取扱量 1 トン 
 うち他のフードバンクからの提供量  0 トン 
2017 年 食品取扱量 1 トン 
 うち他のフードバンクからの提供量  0 トン 
2018 年 食品取扱量 1 トン 
 うち他のフードバンクからの提供量  0 トン 

 
№70  

団体正式名称 フードバンクのわみ（のわみ相談所） 
郵便番号 491-0869 
住所 愛知県一宮市向山町 1－10－4 
電話 090-1724-5850 
FAX 0586-72-9698 
メールアドレス nowami38@yahoo.co.jp 
ホームページ URL http://nowami.han-be.com/ 

基本理念 

この団体は、社会的弱者及び、生活困窮者の基本的人権を

擁護するため活動する。そして、これらの諸活動を通じ国

民全体の人権を擁護し公共の福祉に貢献できることを目的

とする。 
設立年（団体の設立年） 2009 年 1 月 
フードバンク活動の開始年 2009 年 1 月 
法人格の取得の有無 無 

取扱品 
加工食品（常温）、加工食品（冷蔵）、加工食品（冷凍）、

農産物、水産物・畜産物など 

提供の条件 
賞味期限が１週間以内であっても、賞味期限までの日数が

残っているもの 

提供先 

児童養護施設、母子生活支援施設、シェルター、障害者施

設、生活困窮者支援団体、個人支援、炊き出し、子ども食

堂等 
2016 年 食品取扱量 61 トン 
 うち他のフードバンクからの提供量  45 トン 
2017 年 食品取扱量 59 トン 
 うち他のフードバンクからの提供量  42 トン 
2018 年 食品取扱量 50 トン 
 うち他のフードバンクからの提供量  32 トン 

 
№71  

団体正式名称 フードバンクＩＳＥ 
郵便番号 516-0026 
住所 三重県伊勢市宇治浦田 3－1－18 
電話 0596‐68‐9156 
FAX － 
メールアドレス genryu1230@gmail.com 
ホームページ URL https://foodbank.amebaownd.com/ 



 

 

基本理念 
食品ロスの削減、環境問題への取り組み、「もったいな

い」から「ありがとう」への架け橋、困窮者自立支援。 
設立年（団体の設立年） 2016 年 2 月 
フードバンク活動の開始年 2019 年 8 月 
法人格の取得の有無 無 
取扱品 － 
提供の条件 賞味期限が１ヶ月以上残っているもの 
提供先 児童養護施設、個人支援等 
2016 年 食品取扱量 

 

 うち他のフードバンクからの提供量  

2017 年 食品取扱量 

 うち他のフードバンクからの提供量  

2018 年 食品取扱量 

 うち他のフードバンクからの提供量  

 
№72  

団体正式名称 フードバンク多文化みえ 
郵便番号 519-0505 
住所 三重県伊勢市小俣町本町 1312 
電話 080-4217-3967 
FAX － 
メールアドレス fb.tabunkamie@gmail.com 
ホームページ URL http://www.fb-tabunkamie.com 

基本理念 
人種の色と地の境 我が立つ前に差別なし 膏雨等しく湿

さば 磽确やがて花咲かむ。 
設立年（団体の設立年） 2014 年 10 月 
フードバンク活動の開始年 2019 年 6 月 
法人格の取得の有無 無 

取扱品 
加工食品（常温）、加工食品（冷蔵）、加工食品（冷凍）、

農産物、水産物・畜産物など 
提供の条件 賞味期限が２ヶ月以上残っているもの 

提供先 

児童養護施設、母子生活支援施設、シェルター、自立援助

ホーム、障害者施設、生活困窮者支援団体、個人支援、老

人施設、災害支援団体、学校外学習生活支援団体、子ども

食堂等 
2016 年 食品取扱量 6 トン 
 うち他のフードバンクからの提供量  5 トン 
2017 年 食品取扱量 7 トン 
 うち他のフードバンクからの提供量  5 トン 
2018 年 食品取扱量 8 トン 
 うち他のフードバンクからの提供量  5 トン 

 
 
 



 

 

№73  

団体正式名称 ＮＰＯ法人フードバンク松阪 
郵便番号 515-0834 
住所 三重県松阪市岡山町 83－2 
電話 090-7309-7287 
FAX 0598-58-0370 
メールアドレス fdbkmatsusaka@gmail.com 
ホームページ URL https://foodbkmatsusaka.jimdofree.com 

基本理念 

人と人とのつながりを大切に、「食」を通して、生活に困

っている方に安心をお届けしたいという思いが基本理念と

なっております。 
設立年（団体の設立年） 2018 年 12 月 
フードバンク活動の開始年 2018 年 2 月 
法人格の取得の有無 有 

取扱品 
加工食品（常温）、加工食品（冷蔵）、加工食品（冷凍）、

農産物 

提供の条件 
賞味期限が１週間以内であっても、賞味期限までの日数が

残っているもの 
提供先 障害者施設、個人支援 
2016 年 食品取扱量 0 トン 
 うち他のフードバンクからの提供量  0 トン 
2017 年 食品取扱量 0 トン 
 うち他のフードバンクからの提供量  0 トン 
2018 年 食品取扱量 2 トン 
 うち他のフードバンクからの提供量  1 トン 

 
№74  

団体正式名称 特定非営利活動法人フードバンク三重 
郵便番号 514-0018 
住所 三重県津市中河原 2129－1 
電話 － 
FAX － 
メールアドレス foodbankmie@yahoo.co.jp 
ホームページ URL － 

基本理念 
地域の福祉環境の向上と相互扶助の社会作りに寄与するこ

と。 
設立年（団体の設立年） 2017 年 1 月 
フードバンク活動の開始年 2017 年 1 月 
法人格の取得の有無 有 

取扱品 
加工食品（常温）、加工食品（冷蔵）、加工食品（冷凍）、

農産物 
提供の条件 賞味期限が１ヶ月以上残っているもの 
提供先 個人支援、子ども食堂 
2016 年 食品取扱量 － 



 

 

 うち他のフードバンクからの提供量  － 
2017 年 食品取扱量 － 
 うち他のフードバンクからの提供量  － 
2018 年 食品取扱量 － 
 うち他のフードバンクからの提供量  － 

 
№75  

団体正式名称 フードバンク滋賀 
郵便番号 525-0057 
住所 滋賀県草津市桜ヶ丘 4 丁目 13 番 25 号 
電話 090-2359-4585 
FAX － 
メールアドレス foodbankshiga@gmail.com 
ホームページ URL － 
基本理念 「もったいない」から「ありがとう」へ。 
設立年（団体の設立年） － 
フードバンク活動の開始年 2009 年 
法人格の取得の有無 無 
取扱品 加工食品（常温）、農産物など 
提供の条件 賞味期限が１ヶ月以上残っているもの 

提供先 
シェルター、自立援助ホーム、生活困窮者支援団体、個人

支援等 
2016 年 食品取扱量 1 トン 
 うち他のフードバンクからの提供量  0 トン 
2017 年 食品取扱量 1 トン 
 うち他のフードバンクからの提供量  0 トン 
2018 年 食品取扱量 12 トン 
 うち他のフードバンクからの提供量  0 トン 

 
№76  

団体正式名称 
フードバンクひこね（社会福祉法人彦根市社会福祉協議

会） 
郵便番号 522-0041 
住所 滋賀県彦根市平田町 670 番地 彦根市福祉センター別館 
電話 0749-22-2821 
FAX 0749-22-2841 
メールアドレス fbhikone@yahoo.co.jp 
ホームページ URL http://www.hikone-shakyo.or.jp/ 

基本理念 
「食品の“もったいない”の削減」および「困ったときは“お
たがいさん”の地域づくり」。 

設立年（団体の設立年） 2017 年 12 月 
フードバンク活動の開始年 2017 年 12 月 
法人格の取得の有無 有 



 

 

取扱品 
加工食品（常温）、加工食品（冷蔵）、農産物、水産物・畜

産物 
提供の条件 賞味期限が１ヶ月以上残っているもの 
提供先 生活困窮者支援団体、個人支援、子ども食堂等 
2016 年 食品取扱量 0 トン 
 うち他のフードバンクからの提供量  0 トン 
2017 年 食品取扱量 0 トン 
 うち他のフードバンクからの提供量  0 トン 
2018 年 食品取扱量 1 トン 
 うち他のフードバンクからの提供量  0 トン 

 
№77  

団体正式名称 フードバンクびわ湖 
郵便番号 528-0057 
住所 滋賀県甲賀市水口町北脇 557 
電話 090-2017-6822 
FAX 0748-62-1932 
メールアドレス foodbankbiwako@gmail.com 
ホームページ URL https://peraichi.com/landing-pages/view/foodbankbiwako 
基本理念 もったいないを「笑顔」と「絆」に。 
設立年（団体の設立年） 2018 年 7 月 
フードバンク活動の開始年 2018 年 7 月 
法人格の取得の有無 無 
取扱品 加工食品（常温）、農産物など 
提供の条件 パンは消費期限当日に提供 

提供先 

児童養護施設、シェルター、自立援助ホーム、更生支援施

設、障害者施設、生活困窮者支援団体、個人支援、炊き出

し、老人施設、学校外学習生活支援団体、子ども食堂等 
2016 年 食品取扱量 

 
 うち他のフードバンクからの提供量  

2017 年 食品取扱量 

 うち他のフードバンクからの提供量  

2018 年 食品取扱量 1 トン 
 うち他のフードバンクからの提供量  0 トン 

 
№78  

団体正式名称 コズモズ関西フードバンク 
郵便番号 612-8057 
住所 京都府京都市伏見区平野町 59－2 
電話 － 
FAX － 
メールアドレス － 
ホームページ URL － 



 

 

基本理念 － 
設立年（団体の設立年） 1987 年 4 月 
フードバンク活動の開始年 2001 年 9 月 
法人格の取得の有無 無 
取扱品 加工食品（常温）、農産物 
提供の条件 賞味期限が１ヶ月以上残っているもの 
提供先 児童養護施設、自立援助ホーム、更生支援施設 
2016 年 食品取扱量 － 
 うち他のフードバンクからの提供量  － 
2017 年 食品取扱量 － 
 うち他のフードバンクからの提供量  － 
2018 年 食品取扱量 － 
 うち他のフードバンクからの提供量  － 

 
№79  

団体正式名称 特定非営利活動法人セカンドハーベスト京都 
郵便番号 605-0018 

住所 
京都府京都市東山区巽町 442 番地の 9 京都市東山いきい

き市民活動センター内 
電話 075-601-2100 
FAX 075-320-3765 
メールアドレス info@2hkyoto.org 
ホームページ URL https://www.2hkyoto.org/ 

基本理念 

私たち『セカンドハーベスト京都』は、安全に食べられる

にも関わらず今まで廃棄されていたであろう食品を集め、

支援を必要とする人々を支える団体等に提供する活動を通

して、京都における食品ロス削減とフードセーフティネッ

トを両立させる社会インフラの一つとなることを目指す。

そのために、１．生活困窮者を支援する団体の善きパート

ナーとなります。２．困難な状況にある子どもたちを食を

通して支えられる団体を支援します。３．食品関連企業に

とって信頼されるパートナーとなります。４．ボランティ

アにとって有意義な活動の場を提供します。 
設立年（団体の設立年） 2015 年 12 月 
フードバンク活動の開始年 2015 年 12 月 
法人格の取得の有無 有 
取扱品 加工食品（常温）、加工食品（冷蔵）、農産物など 
提供の条件 賞味期限が１ヶ月以上残っているものなど 

提供先 

児童養護施設、母子生活支援施設、シェルター、自立援助

ホーム、障害者施設、生活困窮者支援団体、個人支援、炊

き出し、老人施設、子ども食堂等 
2016 年 食品取扱量 10 トン 
 うち他のフードバンクからの提供量  0 トン 
2017 年 食品取扱量 14 トン 
 うち他のフードバンクからの提供量  0 トン 



 

 

2018 年 食品取扱量 19 トン 
 うち他のフードバンクからの提供量  1 トン 

 
№80  

団体正式名称 フ―ドバンク京田辺 
郵便番号 610-0332 
住所 京都府京田辺市興戸犬伏 5－8 京田辺社会福祉協議会内 
電話 0774 ｰ 63 ｰ 3890 
FAX 0774-63-３８９０ 
メールアドレス sanonouen_munouyaku@kcn.jp 
ホームページ URL － 
基本理念 無駄になるものを、有効利用。 
設立年（団体の設立年） 2019 年 8 月 
フードバンク活動の開始年 － 
法人格の取得の有無 無 
取扱品 加工食品（常温）など 
提供の条件 賞味期限が１ヶ月以上残っているもの 

提供先 
児童養護施設、母子生活支援施設、更生支援施設、障害者

施設、生活困窮者支援団体、個人支援、子ども食堂等 
2016 年 食品取扱量 0 トン 
 うち他のフードバンクからの提供量  0 トン 
2017 年 食品取扱量 0 トン 
 うち他のフードバンクからの提供量  0 トン 
2018 年 食品取扱量 0 トン 
 うち他のフードバンクからの提供量  0 トン 

 
№81  

団体正式名称 フードバンク京都 
郵便番号 617-0002 
住所 京都府向日市寺戸町山縄手 4－2 
電話 090-6914-6265 
FAX 075-201-9291 
メールアドレス 1fbkyoto@gmail.com 
ホームページ URL － 
基本理念 困窮者への食料支援。 
設立年（団体の設立年） 2015 年 6 月 
フードバンク活動の開始年 2015 年 6 月 
法人格の取得の有無 有 
取扱品 加工食品（常温）、農産物など 
提供の条件 賞味期限が１ヶ月以上残っているもの 

提供先 

児童養護施設、母子生活支援施設、自立援助ホーム、更生

支援施設、生活困窮者支援団体、個人支援、炊き出し、子

ども食堂等 



 

 

2016 年 食品取扱量 － 
 うち他のフードバンクからの提供量  － 
2017 年 食品取扱量 － 
 うち他のフードバンクからの提供量  － 
2018 年 食品取扱量 － 
 うち他のフードバンクからの提供量  － 

 
№82  

団体正式名称 フードバンク長岡京 
郵便番号 617-0833 
住所 京都府長岡京市神足 2 丁目 3 番 1 号 
電話 075-963-5508 
FAX 075-951-0093 
メールアドレス yoko.katayama@docomo.ne.jp 
ホームページ URL － 

基本理念 

食品ロス削減につき（もったいない）必要とする団体に提

供（ありがとう）し、心のキャッチボールを大切にしなが

ら併せて環境問題等に取組む。 
設立年（団体の設立年） 2016 年 9 月 
フードバンク活動の開始年 2016 年 11 月 
法人格の取得の有無 無 
取扱品 加工食品（常温）、農産物 
提供の条件 賞味期限が１ヶ月以上残っているもの 

提供先 
母子生活支援施設、障害者施設、炊き出し、老人施設、災

害支援団体、学校外学習生活支援団体、子ども食堂等 
2016 年 食品取扱量 0 トン 
 うち他のフードバンクからの提供量  0 トン 
2017 年 食品取扱量 2 トン 
 うち他のフードバンクからの提供量  1 トン 
2018 年 食品取扱量 5 トン 
 うち他のフードバンクからの提供量  3 トン 

 
№83  

団体正式名称 認定ＮＰＯ法人 ふーどばんくＯＳＡＫＡ 
郵便番号 599-8101 
住所 大阪府堺市東区八下町 1－122 
電話 072-258-2201 
FAX 072-275-7763 
メールアドレス info@foodbank-osaka.jp 
ホームページ URL :http://www.foodbank.osaka 
基本理念 「もったいない」をありがとうに変える。 
設立年（団体の設立年） 2013 年 4 月 
フードバンク活動の開始年 2013 年 4 月 



 

 

法人格の取得の有無 有 

取扱品 
加工食品（常温）、加工食品（冷蔵）、加工食品（冷凍）、

農産物など 
提供の条件 賞味期限が１ヶ月以上残っているもの 

提供先 

児童養護施設、母子生活支援施設、自立援助ホーム、障害

者施設、生活困窮者支援団体、個人支援、炊き出し、老人

施設、グループホーム、災害支援団体、学校外学習生活支

援団体、子ども食堂等 
2016 年 食品取扱量 158 トン 
 うち他のフードバンクからの提供量  20 トン 
2017 年 食品取扱量 218 トン 
 うち他のフードバンクからの提供量  48 トン 
2018 年 食品取扱量 143 トン 
 うち他のフードバンクからの提供量  33 トン 

 
№84  

団体正式名称 認定ＮＰＯ法人 フードバンク関西 
郵便番号 658-0021 
住所 兵庫県神戸市東灘区深江本町 1 丁目 8－16－101 
電話 078-855-7025 
FAX 078-855-7028 
メールアドレス info@foodbankkansai.org 
ホームページ URL https://foodbankkansai.org/ 

基本理念 

命の糧である食べ物を、本来の価値を全うして有効活用

し、環境にやさしく、人にもやさしい、互いに支えあい、

尊重し合える社会の実現をめざします。 
設立年（団体の設立年） 2003 年 4 月 
フードバンク活動の開始年 2003 年 4 月 
法人格の取得の有無 有 

取扱品 
加工食品（常温）、加工食品（冷蔵）、加工食品（冷凍）、

農産物、水産物・畜産物など 
提供の条件 賞味期限が１ヶ月以上残っているもの 

提供先 

児童養護施設、母子生活支援施設、シェルター、自立援助

ホーム、更生支援施設、障害者施設、生活困窮者支援団

体、個人支援、炊き出し、老人施設、グループホーム、災

害支援団体、子ども食堂等 
2016 年 食品取扱量 185 トン 
 うち他のフードバンクからの提供量  15 トン 
2017 年 食品取扱量 205 トン 
 うち他のフードバンクからの提供量  14 トン 
2018 年 食品取扱量 226 トン 
 うち他のフードバンクからの提供量  20 トン 

 
 
 



 

 

№85  

団体正式名称 特定非営利活動法人 フードバンクはりま 
郵便番号 671-0219 
住所 兵庫県姫路市飾東町豊国 503 
電話 090-1915-5769 
FAX 079-229-2501 
メールアドレス info@foodbankharima.org 
ホームページ URL https://foodbankharima.org 

基本理念 

フードバンク活動を行うことにより食品の無駄を減らし多

くの人が安心して暮らすことのできる社会の実現を目指す

とともに、潜在的にそのような支援をしたいと考えている

人々が活動を行うきっかけを作ることで相互扶助の社会づ

くりに寄与する。 
設立年（団体の設立年） 2018 年 12 月 
フードバンク活動の開始年 2018 年 12 月 
法人格の取得の有無 有 
取扱品 加工食品（常温）、農産物など 
提供の条件 賞味期限が１ヶ月以上残っているもの 

提供先 
児童養護施設、母子生活支援施設、生活困窮者支援団体、

個人支援、炊き出し、子ども食堂等 
2016 年 食品取扱量 0 トン 
 うち他のフードバンクからの提供量  0 トン 
2017 年 食品取扱量 0 トン 
 うち他のフードバンクからの提供量  0 トン 
2018 年 食品取扱量 1 トン 
 うち他のフードバンクからの提供量  1 トン 

 
№86  

団体正式名称 フードバンク奈良 
郵便番号 636-0114 
住所 奈良県生駒郡斑鳩町法隆寺西 3 丁目 1－32 
電話 090-2286-4548 
FAX 0745-74-3350 
メールアドレス foodbank.nara@gmail.com 
ホームページ URL － 
基本理念 － 
設立年（団体の設立年） 2017 年 12 月 
フードバンク活動の開始年 2017 年 12 月 
法人格の取得の有無 無 
取扱品 加工食品（常温）、米 
提供の条件 賞味期限が１ヶ月以上残っているもの 

提供先 
自立援助ホーム、障害者施設、生活困窮者支援団体、グル

ープホーム、学校外学習生活支援団体、子ども食堂等 
2016 年 食品取扱量 － 



 

 

 うち他のフードバンクからの提供量  － 
2017 年 食品取扱量 － 
 うち他のフードバンクからの提供量  － 
2018 年 食品取扱量 － 
 うち他のフードバンクからの提供量  － 

 
№87  

団体正式名称 特定非営利活動法人フードバンク和歌山 
郵便番号 644-0011 
住所 和歌山県御坊市湯川町財部 778－7 
電話 080-3773-7555 
FAX 0738-32-2401 
メールアドレス foodbank_wakayama@yahoo.co.jp 
ホームページ URL foodbank-wakayama.com 

基本理念 
貧困問題を解消、生活環境の改善を目的にフードバンク事

業を、実施している。 
設立年（団体の設立年） 2015 年 7 月 
フードバンク活動の開始年 2015 年 7 月 
法人格の取得の有無 有 

取扱品 
加工食品（常温）、加工食品（冷蔵）、加工食品（冷凍）、

農産物、水産物・畜産物 
提供の条件 賞味期限が２週間以上残っているもの 

提供先 

児童養護施設、母子生活支援施設、シェルター、自立援助

ホーム、障害者施設、生活困窮者支援団体、個人支援、グ

ループホーム、子ども食堂等 
2016 年 食品取扱量 6 トン 
 うち他のフードバンクからの提供量  0 トン 
2017 年 食品取扱量 8 トン 
 うち他のフードバンクからの提供量  0 トン 
2018 年 食品取扱量 13 トン 
 うち他のフードバンクからの提供量  0 トン 

 
№88  

団体正式名称 フードバンク鳥取 
郵便番号 683-0853 
住所 鳥取県米子市両三柳 3053 番地 8 
電話 090-1189-1369 
FAX 0859-23-1157 
メールアドレス hiroe@chukai.ne.jp 
ホームページ URL － 

基本理念 

あらゆる暴力被害者に対する支援を目的とする。特に母子

が安心して生活できるよう自立できるまで物心ともに支え

ていく。 
設立年（団体の設立年） 2010 年 12 月 



 

 

フードバンク活動の開始年 2010 年 12 月 
法人格の取得の有無 有 

取扱品 
加工食品（常温）、加工食品（冷蔵）、加工食品（冷凍）、

米、水産物・畜産物など 
提供の条件 賞味期限が１週間以上残っているもの 

提供先 

児童養護施設、母子生活支援施設、シェルター、自立援助

ホーム、障害者施設、生活困窮者支援団体、個人支援、グ

ループホーム、学校外学習生活支援団体、子ども食堂等 
2016 年 食品取扱量 11 トン 
 うち他のフードバンクからの提供量  1 トン 
2017 年 食品取扱量 4 トン 
 うち他のフードバンクからの提供量  0 トン 
2018 年 食品取扱量 2 トン 
 うち他のフードバンクからの提供量  1 トン 

 
№89  

団体正式名称 社会福祉法人松江市社会福祉協議会 
郵便番号 690-0852 
住所 島根県松江市千鳥町 70 
電話 0852-24-9026 
FAX 0852-21-5377 
メールアドレス shakyo-m@web-sanin.co.jp 
ホームページ URL http://www.shakyou-matsue.jp/ 

基本理念 

松江市社協は、地域福祉を推進する『公共性』『公益性』

の高い民間団体として、誰もが安心して暮らす事ができる

『福祉でまちづくり』を地域住民の方やボランティアの

方、福祉・保健・医療の多様な機関と共に推進することを

使命とします。 
設立年（団体の設立年） 1950 年 5 月 
フードバンク活動の開始年 2013 年 12 月 
法人格の取得の有無 有 
取扱品 加工食品（常温） 
提供の条件 賞味期限が１ヶ月以上残っているもの 

提供先 
シェルター、生活困窮者支援団体、個人支援、子ども食堂

等 
2016 年 食品取扱量 － 
 うち他のフードバンクからの提供量  － 
2017 年 食品取扱量 － 
 うち他のフードバンクからの提供量  － 
2018 年 食品取扱量 － 
 うち他のフードバンクからの提供量  － 

 
 
 



 

 

№90  

団体正式名称 岡山環境カウンセラー協会、更生保護施設等支援協議会 
郵便番号 701-0205 
住所 岡山県岡山市南区妹尾 2618、津山市中北上 1731－2 
電話 090-7595-7146 
FAX 086-250-2822、0868-57-3998 
メールアドレス fujimoto-haruo@assess.co.jp 
ホームページ URL － 

基本理念 
環境省の環境カウンセラー登録制度にのっとり市民・事業

者・行政の連携を促進。 
設立年（団体の設立年） 1998 年 11 月 
フードバンク活動の開始年 2018 年 4 月 
法人格の取得の有無 有 
取扱品 加工食品（常温）、農産物 

提供の条件 
賞味期限が１週間以内であっても、賞味期限までの日数が

残っているもの 
提供先 児童養護施設、更生支援施設、個人支援等 
2016 年 食品取扱量 － 
 うち他のフードバンクからの提供量  － 
2017 年 食品取扱量 － 
 うち他のフードバンクからの提供量  － 
2018 年 食品取扱量 － 
 うち他のフードバンクからの提供量  － 

 
№91  

団体正式名称 順正デリシャスフードキッズクラブ 
郵便番号 716-8508 
住所 岡山県高梁市伊賀町 8 
電話 0866-22-3548 
FAX 0866-22-3591 
メールアドレス volcen@office.jei.ac.jp 
ホームページ URL http://volcen.kiui.ac.jp 

基本理念 
１５才以下の子どもを抱える、生活困窮家庭に無償で食料

支援を行い、「食のセーフティネット」を構築する。 
設立年（団体の設立年） 2015 年 4 月 
フードバンク活動の開始年 2015 年 11 月 
法人格の取得の有無 有 
取扱品 加工食品（常温）、農産物 
提供の条件 賞味期限が１ヶ月以上残っているもの 
提供先 個人支援等 
2016 年 食品取扱量 － 
 うち他のフードバンクからの提供量  － 
2017 年 食品取扱量 － 



 

 

 うち他のフードバンクからの提供量  － 
2018 年 食品取扱量 － 
 うち他のフードバンクからの提供量  － 

 
№92  

団体正式名称 認定ＮＰＯ法人ハーモニーネット未来 
郵便番号 714-0081 
住所 岡山県笠岡市笠岡 5909 
電話 090-2865-0375 
FAX 0865-63-4950 
メールアドレス kodomo1@kcv.ne.jp 
ホームページ URL hamomira.or.jp 

基本理念 

子どもから高齢者・彰がい者・若者、今を生きるすべての

人が安心して、自分らしく生活することができる地域社会

の創出。 
設立年（団体の設立年） 1987 年 7 月 
フードバンク活動の開始年 2012 年 2 月 
法人格の取得の有無 有 
取扱品 加工食品（常温）、農産物 
提供の条件 都度、案件ごとに判断 

提供先 
児童養護施設、障害者施設、生活困窮者支援団体、個人支

援、グループホーム、災害支援団体、子ども食堂等 
2016 年 食品取扱量 － 
 うち他のフードバンクからの提供量  － 
2017 年 食品取扱量 － 
 うち他のフードバンクからの提供量  － 
2018 年 食品取扱量 － 
 うち他のフードバンクからの提供量  － 

 
№93  

団体正式名称 フード・シェアリング・ジャパン 
郵便番号 709-2344 
住所 岡山県加賀郡吉備中央町上野 2440－52 
電話 0866-56-7187 
FAX 0866-56-7187 
メールアドレス nariken77@hotmail.com 
ホームページ URL Facebookpage｢Foodsha.ringJapan｣ 

基本理念 
食品レスキュー＆笑顔プロデュース！ｓａｖｉｎｇ Ｆｏ

ｏｄ ｉｓ ｓａｖｉｎｇ ｃｏｕｎｔｒｙ． 
設立年（団体の設立年） 2018 年 3 月 
フードバンク活動の開始年 2018 年 3 月 
法人格の取得の有無 無 

取扱品 
加工食品（常温）、加工食品（冷蔵）、加工食品（冷凍）、

農産物 



 

 

提供の条件 都度、案件ごとに判断 

提供先 

児童養護施設、母子生活支援施設、シェルター、自立援助

ホーム、障害者施設、生活困窮者支援団体、個人支援、老

人施設、グループホーム、災害支援団体、子ども食堂等 
2016 年 食品取扱量 0 トン 
 うち他のフードバンクからの提供量  0 トン 
2017 年 食品取扱量 0 トン 
 うち他のフードバンクからの提供量  0 トン 
2018 年 食品取扱量 8 トン 
 うち他のフードバンクからの提供量  1 トン 

 
№94  

団体正式名称 フードバンクアリス（一般社団法人アリス福祉会） 
郵便番号 712-8043 
住所 岡山県倉敷市広江 5 丁目 2-45 
電話 086-436-6603 
FAX 086-436-6613 
メールアドレス alice2015@snow.plala.or.jp 
ホームページ URL http://alice-fukushi.jimdofree.com/ 
基本理念 「もったいない」をなくそう 
設立年（団体の設立年） 2017 年 9 月 
フードバンク活動の開始年 2017 年 9 月 
法人格の取得の有無 有 

取扱品 

加工食品（常温） 加工食品(冷蔵・チルド） 野菜・果物 
菓子 清涼飲料 日用品・雑貨・衣類・備蓄食料・米飯 
巻き寿司 

提供の条件 
未開封・未使用 
賞味・消費期限当日まで可（要相談） 

提供先 

児童養護施設 自立援助ホーム 障害者施設 生活困窮者支

援団体 シェルター グループホーム 地方公共団体 老人施

設 子ども食堂 更生保護施設 社会福祉協議会 他のフ

ードバンク 
2016 年 食品取扱量 － 
 うち他のフードバンクからの提供量  － 
2017 年 食品取扱量 4 トン 
 うち他のフードバンクからの提供量  0 トン 
2018 年 食品取扱量 58 トン 
 うち他のフードバンクからの提供量  1.4 トン 

 
№95  

団体正式名称 特定非営利活動法人フードバンク岡山 
郵便番号 700-0867 
住所 岡山県岡山市北区岡町 14－9 岡町ビル 202 
電話 090-7131-5672 



 

 

FAX 086-239-5303 
メールアドレス info@fb-okayama.com 
ホームページ URL http://fb-okayama.com/ 

基本理念 
これまで無駄になっていた「たべもの」とそれを必要とす

る「ひと」とのつながりを創造します。 
設立年（団体の設立年） 2012 年 11 月 
フードバンク活動の開始年 2012 年 4 月 
法人格の取得の有無 有 

取扱品 
加工食品（常温）、加工食品（冷蔵）、加工食品（冷凍）、

農産物など 
提供の条件 賞味期限が 3 週間以上残っているもの 

提供先 

児童養護施設、シェルター、自立援助ホーム、障害者施

設、生活困窮者支援団体、グループホーム、災害支援団

体、学校外学習生活支援団体、子ども食堂等 
2016 年 食品取扱量 18 トン 
 うち他のフードバンクからの提供量  0 トン 
2017 年 食品取扱量 23 トン 
 うち他のフードバンクからの提供量  0 トン 
2018 年 食品取扱量 15 トン 
 うち他のフードバンクからの提供量  0 トン 

 
 
№96  

団体正式名称 社会福祉法人 正仁会 フードバンク事業あいあいねっと 
郵便番号 731-0221 
住所 広島県広島市安佐北区可部 3－9－21 
電話 － 
FAX － 
メールアドレス － 
ホームページ URL － 
基本理念 － 
設立年（団体の設立年） － 
フードバンク活動の開始年 2008 年 
法人格の取得の有無 有 
取扱品 － 
提供の条件 － 

提供先 

児童養護施設、母子生活支援施設、シェルター、自立援助

ホーム、更生支援施設、障害者施設、生活困窮者支援団

体、個人支援、炊き出し、老人施設、グループホーム、災

害支援団体、学校外学習生活支援団体、子ども食堂等 
2016 年 食品取扱量 19 トン 
 うち他のフードバンクからの提供量  0 トン 
2017 年 食品取扱量 26 トン 
 うち他のフードバンクからの提供量  0 トン 



 

 

2018 年 食品取扱量 29 トン 
 うち他のフードバンクからの提供量  1 トン 

 
№97   

団体正式名称 NPO 法人広島こども食堂支援センター 

郵便番号  

住所  

電話 080-5237-4585 

FAX  

メールアドレス Hs.backyard@gmail.com 
ホームページ URL https://5d2089a920a96.site123.me/ 

基本理念 

「こども食堂」の普及拡大、運営の後方支援、企業との連

携促進などを行うことにより、地域全体で子どもたちの成

長を見守る環境の整備と、活動を介して地域住民同士がつ

ながり、お互いに支え合う共生社会の実現に寄与すること

を目的とする。 

設立年（団体の設立年） 2019 年 4 月 

フードバンク活動の開始年 2019 年 4 月 
法人格の取得の有無 有 

取扱品 
加工食品（常温） 加工食品(冷蔵・チルド） 野菜・果物 
菓子 清涼飲料 日用品・雑貨 

提供の条件 配布食品は未開封・未使用、賞味期限１カ月前 

提供先 こども食堂及びこれに類する活動 

2016 年 食品取扱量 － 

 うち他のフードバンクからの提供量  － 

2017 年 食品取扱量 － 

 うち他のフードバンクからの提供量  － 

2018 年 食品取扱量 － 

 うち他のフードバンクからの提供量  － 

 
№98  

団体正式名称 特定非営利活動法人 フードバンク福山 
郵便番号 720-0017 
住所 広島県福山市千田町 3 丁目 4－22 
電話 090-5708-3072 
FAX 084-982-6489 
メールアドレス fukuden.senda250501@riuer.ocn.ne.jp 
ホームページ URL － 
基本理念 食品を活かしきる 
設立年（団体の設立年） 2013 年 5 月 
フードバンク活動の開始年 2013 年 5 月 
法人格の取得の有無 有 

取扱品 
加工食品（常温）、加工食品（冷蔵）、加工食品（冷凍）、

農産物、水産物・畜産物など 



 

 

提供の条件 賞味期限が１週間以上残っているもの 

提供先 

児童養護施設、母子生活支援施設、シェルター、自立援助

ホーム、更生支援施設、障害者施設、生活困窮者支援団

体、個人支援、炊き出し、老人施設、グループホーム、災

害支援団体、学校外学習生活支援団体、子ども食堂等 
2016 年 食品取扱量 25 トン 
 うち他のフードバンクからの提供量  0 トン 
2017 年 食品取扱量 45 トン 
 うち他のフードバンクからの提供量  0 トン 
2018 年 食品取扱量 85 トン 
 うち他のフードバンクからの提供量  0 トン 

 
№99  

団体正式名称 
特定非営利活動法人ＦＯＯＴ＆ＷＯＲＫ フードバンク部 

ゆるテイ 
郵便番号 736-0045 

住所 
広島県安芸郡海田町堀川町 1－8 ホスタ海田堀川町ビル 1
階 

電話 082-554-6393 
FAX 082-554-6375 
メールアドレス yuruthi@senoriver.com 
ホームページ URL https://footandwork.com/ 

基本理念 

地域力向上のため「人と人」や「人と社会資源」がゆるく

繋がり多様なコミニュティが広がり、場の創出及び社会的

課題へ貢献する。 
設立年（団体の設立年） 2019 年 9 月 
フードバンク活動の開始年 2018 年 11 月 
法人格の取得の有無 有 
取扱品 加工食品（常温）、加工食品（冷蔵）、農産物など 

提供の条件 
賞味期限が１週間以内であっても、賞味期限までの日数が

残っているもの 
提供先 － 
2016 年 食品取扱量 

 

 うち他のフードバンクからの提供量  

2017 年 食品取扱量 

 うち他のフードバンクからの提供量  

2018 年 食品取扱量 

 うち他のフードバンクからの提供量  

 
№100  

団体正式名称 特定非営利活動法人 フードバンク山口 
郵便番号 753-0851 
住所 山口県山口市黒川 1159 番地 13 
電話 090-8600-0864 
FAX 083-963-4157 



 

 

メールアドレス foodbank.ymg@gmail.com 
ホームページ URL http://blog.canpan.info/fbyamaguchi/ 

基本理念 

事業者及び一般家庭等から発生している食品ロスの削減を

推進し、ロスとなっている食品を様々な理由で食品を必要

としている福祉施設や生活困窮者等、及び大規模災害の被

災者等に支援すること等により、食料の偏りを縮小すると

ともに、事業者及び消費者の社会的責任についての普及、

啓発を通して、持続可能な社会の構築に寄与すること。 
設立年（団体の設立年） 2014 年 3 月 
フードバンク活動の開始年 2014 年 3 月 
法人格の取得の有無 有 
取扱品 加工食品（常温）、加工食品（冷凍）、農産物など 
提供の条件 賞味期限が１ヶ月以上残っているもの 

提供先 

児童養護施設、母子生活支援施設、シェルター、自立援助

ホーム、更生支援施設、障害者施設、生活困窮者支援団

体、個人支援、老人施設、グループホーム、学校外学習生

活支援団体、子ども食堂等 
2016 年 食品取扱量 － 
 うち他のフードバンクからの提供量  － 
2017 年 食品取扱量 7 トン 
 うち他のフードバンクからの提供量  0 トン 
2018 年 食品取扱量 16 トン 
 うち他のフードバンクからの提供量  0 トン 

 
№101  

団体正式名称 特定非営利活動法人フードバンクとくしま 
郵便番号 770-0942 

住所 
徳島県徳島市昭和町 3 丁目 35－2 ヒューマンわーくぴあ

徳島 305 
電話 088-679-1919 
FAX 088-679-1920 
メールアドレス foodbanktokushima@orion.ocn.ne.jp 
ホームページ URL http://foodbank.roukyou.gr.jp 

基本理念 

社会的支援を必要とする人たち及び団体に対して、品質に

問題がないにも関わらず廃棄されている食品や食材を提供

する事業を行い、地域で支え合う社会の実現に寄与する。 
設立年（団体の設立年） 2015 年 2 月 
フードバンク活動の開始年 2013 年 8 月 
法人格の取得の有無 有 
取扱品 加工食品（常温）、加工食品（冷蔵）、農産物など 
提供の条件 賞味期限が１ヶ月以上残っているもの 

提供先 

児童養護施設、母子生活支援施設、シェルター、自立援助

ホーム、更生支援施設、障害者施設、生活困窮者支援団

体、個人支援、老人施設、グループホーム、学校外学習生

活支援団体、子ども食堂等 
2016 年 食品取扱量 － 



 

 

 うち他のフードバンクからの提供量  － 
2017 年 食品取扱量 － 
 うち他のフードバンクからの提供量  － 
2018 年 食品取扱量 － 
 うち他のフードバンクからの提供量  － 

 
№102  

団体正式名称 特定非営利活動法人フードバンク香川 
郵便番号 760-0017 
住所 香川県高松市番町一丁目 10－35 
電話 087-861-2233 
FAX 087-861-2664 
メールアドレス chiiki1@kagawaken-shakyo.or.jp 
ホームページ URL － 

基本理念 

地域福祉、環境保全、教育等の社会的な課題に取り組む団

体、食品生産、製造・加工等に携わる団体及び食品流通等

に関わる団体又は個人等と連携して、これまで無駄となっ

ていた「食品」を媒介として、地域における人と人のつな

がりを創造するフードバンク活動を推進することにより、

地域で支えあう社会の実現に寄与することを目的とする。 
設立年（団体の設立年） 2014 年 7 月 
フードバンク活動の開始年 2014 年 7 月 
法人格の取得の有無 有 
取扱品 加工食品（常温）、米など 
提供の条件 賞味期限が１ヶ月以上残っているもの 

提供先 

児童養護施設、母子生活支援施設、シェルター、自立援助

ホーム、更生支援施設、障害者施設、生活困窮者支援団

体、個人支援、老人施設、グループホーム、災害支援団

体、学校外学習生活支援団体、子ども食堂等 
2016 年 食品取扱量 6 トン 
 うち他のフードバンクからの提供量  0 トン 
2017 年 食品取扱量 8 トン 
 うち他のフードバンクからの提供量  0 トン 
2018 年 食品取扱量 11 トン 
 うち他のフードバンクからの提供量  1 トン 

 
№103  

団体正式名称 
特定非営利活動法人 ｅワーク愛媛 えひめフードバンク

愛顔 
郵便番号 792-0050 
住所 愛媛県新居浜市萩生 1309－1 
電話 0897-47-4307 
FAX 0897-40-6648 
メールアドレス t-nabae@eiai-works.jp 



 

 

ホームページ URL http://eworkehime.kojyuro.com/ 

基本理念 
ｅワーク愛媛の４つの柱。就労支援事業・地域再生事業・

フードバンク事業・買い物困難者支援事業。 
設立年（団体の設立年） 2005 年 11 月 
フードバンク活動の開始年 2012 年 11 月 
法人格の取得の有無 有 

取扱品 
加工食品（常温）、加工食品（冷蔵）、加工食品（冷凍）、

農産物、水産物・畜産物など 

提供の条件 
賞味期限が１週間以内であっても、賞味期限までの日数が

残っているもの 

提供先 

児童養護施設、母子生活支援施設、自立援助ホーム、障害

者施設、生活困窮者支援団体、老人施設、グループホー

ム、災害支援団体、学校外学習生活支援団体、子ども食堂

等 
2016 年 食品取扱量 1 トン 
 うち他のフードバンクからの提供量  0 トン 
2017 年 食品取扱量 13 トン 
 うち他のフードバンクからの提供量  0 トン 
2018 年 食品取扱量 5 トン 
 うち他のフードバンクからの提供量  0 トン 

 
№104  

団体正式名称 特定非営利活動法人フードバンク北九州ライフアゲイン 
郵便番号 805-0019 
住所 福岡県北九州市八幡東区中央 2－14－17 
電話 093-672-5347 
FAX 093-671-2395 
メールアドレス info@fbkitaq.net 
ホームページ URL https://fbkitaq.net 

基本理念 

「すべての子どもたちが大切」とされる社会を目指す。生

まれ育った環境のために、満たされた食事ができない。十

分な教育を受けられない。寂しい思いをしている子どもを

北九州市からゼロにする。 
設立年（団体の設立年） 2014 年 10 月 
フードバンク活動の開始年 2013 年 3 月 
法人格の取得の有無 有 

取扱品 
加工食品（常温）、加工食品（冷蔵）、加工食品（冷凍）、

農産物、水産物・畜産物など 
提供の条件 賞味期限が１ヶ月以上残っているもの 

提供先 

児童養護施設、母子生活支援施設、シェルター、自立援助

ホーム、更生支援施設、障害者施設、生活困窮者支援団

体、個人支援、老人施設、グループホーム、災害支援団

体、学校外学習生活支援団体、子ども食堂等 
2016 年 食品取扱量 － 
 うち他のフードバンクからの提供量  － 
2017 年 食品取扱量 － 



 

 

 うち他のフードバンクからの提供量  － 
2018 年 食品取扱量 － 
 うち他のフードバンクからの提供量  － 

 
№105  

団体正式名称 フードバンクくるめ 
郵便番号 830-0207 
住所 福岡県久留米市城島町城島 689－2 
電話 080-6118-5285 
FAX 0942-62-2896 
メールアドレス t.urakawa@me.com 
ホームページ URL fb-kurume.com 
基本理念 食品ロスと貧困の双方向性の橋渡し。 
設立年（団体の設立年） 2017 年 4 月 
フードバンク活動の開始年 2017 年 
法人格の取得の有無 無 

取扱品 
加工食品（常温）、加工食品（冷蔵）、加工食品（冷凍）、

米、麦など 
提供の条件 賞味期限が１ヶ月以上残っているもの 

提供先 

児童養護施設、母子生活支援施設、シェルター、自立援助

ホーム、障害者施設、生活困窮者支援団体、炊き出し、グ

ループホーム、学校外学習生活支援団体、子ども食堂等 
2016 年 食品取扱量 

 
 うち他のフードバンクからの提供量  

2017 年 食品取扱量 4 トン 
 うち他のフードバンクからの提供量  1 トン 
2018 年 食品取扱量 15 トン 
 うち他のフードバンクからの提供量  2 トン 

 
№106  

団体正式名称 特定非営利活動法人 フードバンク福岡 
郵便番号 811-1352 
住所 福岡県福岡市南区鶴田 4 丁目 48－4 
電話 092-710-3205 
FAX 092-710-3206 
メールアドレス fbfukuoka@gmail.com 
ホームページ URL http://www.fbfukuoka.net 

基本理念 

「もったいない」をなくし「おすそわけ」をあたりまえに

～まだ食べられる食品が多く捨てられる現状において、企

業や農家あるいは個人から食品を提供してもらい、必要と

している福祉施設や個人に届けることで、食品ロスの削減

と生活困窮者の支援を行うとともに、食べ物を大切にする

意識の醸成を図り、食を通じて人と人とが繋がり、お互い

を助け合い、分かち合う心を育み、誰もが尊厳をもって暮

らすことができる社会を作ることを目的とする。 



 

 

設立年（団体の設立年） 2016 年 4 月 
フードバンク活動の開始年 2016 年 4 月 
法人格の取得の有無 有 

取扱品 
加工食品（常温）、加工食品（冷蔵）、加工食品（冷凍）、

米、水産物・畜産物など 
提供の条件 賞味期限が１ヶ月以上残っているもの 

提供先 

児童養護施設、母子生活支援施設、シェルター、自立援助

ホーム、更生支援施設、障害者施設、生活困窮者支援団

体、個人支援、炊き出し、老人施設、グループホーム、災

害支援団体、学校外学習生活支援団体、子ども食堂等 
2016 年 食品取扱量 

 
 うち他のフードバンクからの提供量  

2017 年 食品取扱量 44 トン 
 うち他のフードバンクからの提供量  6 トン 
2018 年 食品取扱量 74 トン 
 うち他のフードバンクからの提供量  6 トン 

 
№107  

団体正式名称 ふくおか筑紫フードバンク 
郵便番号 816-0941 
住所 福岡県大野城市東大利 2－5－20 
電話 092-502-8822 
FAX 092-502-8855 
メールアドレス kodomo@npo-ccc.net 
ホームページ URL http://chikushifoodbank.net/ 

基本理念 

核家族化が進行し、共働きやひとり親家庭の増加に伴い、

親子で過ごす時間の減少や孤食の増加、多様な人との交

流・子どもの（社会体験）心の貧困が課題となっていま

す。この課題を解決するために、すべての子ども達が安心

して過ごすことができる居場所「子ども食堂」を身近な地

域にたくさんつくりたいと願うようになり、２０１５月１

２月から（特活）チャイルドケアセンターの自主事業とし

て「こども食堂」の立ち上げ支援を始めたところ、並行し

て多くの方から食品の寄付を頂くようになりました。「こ

ども食堂」の継続的な運営を支援するには、個人や企業か

らの寄贈される食品を「こども食堂」に届けるフードバン

クが有効であると考えるようになり、趣旨に賛同する支援

者のご協力を得て、２０１６月７月「ふくおか筑紫フード

バンク」事業を立ち上げました。 
設立年（団体の設立年） 2016 年 7 月 
フードバンク活動の開始年 2016 年 7 月 
法人格の取得の有無 有 

取扱品 
加工食品（常温）、加工食品（冷凍）、農産物、水産物・畜

産物 
提供の条件 賞味期限が１ヶ月以上残っているもの 
提供先 子ども食堂等 
2016 年 食品取扱量 － 



 

 

 うち他のフードバンクからの提供量  － 
2017 年 食品取扱量 － 
 うち他のフードバンクからの提供量  － 
2018 年 食品取扱量 － 
 うち他のフードバンクからの提供量  － 

 
№108  

団体正式名称 フードバンクさが 
郵便番号 840-0813 
住所 佐賀県佐賀市唐人 1 丁目 1－14 よってこ十間堀 
電話 090-1192-1068 
FAX 0952-37-1343 
メールアドレス tsunagu@fb-saga.org 
ホームページ URL － 

基本理念 

食品ロス削減の有効活用と、食の大切さ、食への感謝の気

持ちを大事に、食で人と人がつながり、地域が、元気に共

に助けあうことができる社会をめざします。 
設立年（団体の設立年） 2019 年 3 月 
フードバンク活動の開始年 2019 年 7 月 
法人格の取得の有無 無 
取扱品 加工食品（常温） 
提供の条件 賞味期限が１ヶ月以上残っているもの 
提供先 － 
2016 年 食品取扱量 0 トン 
 うち他のフードバンクからの提供量  0 トン 
2017 年 食品取扱量 0 トン 
 うち他のフードバンクからの提供量  0 トン 
2018 年 食品取扱量 0 トン 
 うち他のフードバンクからの提供量  0 トン 

 
№109  

団体正式名称 一般社団法人フードバンク協和 
郵便番号 857-1192 
住所 長崎県佐世保市白岳町 151 （協和商工（株）内） 
電話 080-6439-2420 
FAX 0956-59-5301 
メールアドレス http://foodbankkyowa.com/ 
ホームページ URL － 

基本理念 

１．笑顔で「ごちそうさま」が飛び交う明るい社会創りに

貢献します。１．「もったいない」から「おいしい」への

架け橋を創ります。１．本業を最大限に活かした地域社会

貢献をおこないます。 
設立年（団体の設立年） 2016 年 10 月 



 

 

フードバンク活動の開始年 2018 年 6 月 
法人格の取得の有無 有 

取扱品 
加工食品（常温）、加工食品（冷蔵）、加工食品（冷凍）、

水産物・畜産物など 
提供の条件 賞味期限が１ヶ月以上残っているもの 

提供先 
児童養護施設、母子生活支援施設、自立援助ホーム、障害

者施設、子ども食堂等 
2016 年 食品取扱量 

 
 うち他のフードバンクからの提供量  

2017 年 食品取扱量 

 うち他のフードバンクからの提供量  

2018 年 食品取扱量 1 トン 
 うち他のフードバンクからの提供量  0 トン 

 
№110  

団体正式名称 社会福祉法人 南苑会 フードバンク熊本 
郵便番号 861-4117 
住所 熊本県熊本市南区護藤町 973 
電話 096-357-5622 
FAX 096-357-5728 
メールアドレス fujitomi@poppy.ocn.ne.jp 
ホームページ URL http://k-fujitomi.com/foodbank.php 
基本理念 － 
設立年（団体の設立年） 2016 年 4 月 
フードバンク活動の開始年 2016 年 4 月 
法人格の取得の有無 有 

取扱品 
加工食品（常温）、加工食品（冷蔵）、加工食品（冷凍）、

農産物など 
提供の条件 賞味期限が２ヶ月以上残っているもの 

提供先 

児童養護施設、母子生活支援施設、自立援助ホーム、更生

支援施設、障害者施設、生活困窮者支援団体、個人支援、

炊き出し、老人施設、グループホーム、災害支援団体、学

校外学習生活支援団体、子ども食堂等 
2016 年 食品取扱量 － 
 うち他のフードバンクからの提供量  － 
2017 年 食品取扱量 － 
 うち他のフードバンクからの提供量  － 
2018 年 食品取扱量 － 
 うち他のフードバンクからの提供量  － 

 
№111  

団体正式名称 フードバンク玉名 
郵便番号 865-8501 
住所 熊本県玉名市岩崎 163 



 

 

電話 0968-75-1222 
FAX 0968-73-2362 
メールアドレス kurasapo@city.tamana.lg.jp 
ホームページ URL http://www.city.tamana.lg.jp/q/aview/53/7268.htm/ 

基本理念 

社会における「もったいない」を「ありがとう」に変える

べく、困窮状態にある方の今日を支えると共に、新しい地

域づくりと企業等の社会貢献を手助けし、誰もが安心して

暮らせる社会の実現を目的とする。 
設立年（団体の設立年） 2016 年 11 月 
フードバンク活動の開始年 2016 年 11 月 
法人格の取得の有無 無 
取扱品 加工食品（常温） 
提供の条件 賞味期限が３ヶ月以上残っているもの 
提供先 個人支援、学校外学習生活支援団体 
2016 年 食品取扱量 0 トン 
 うち他のフードバンクからの提供量  0 トン 
2017 年 食品取扱量 0 トン 
 うち他のフードバンクからの提供量  0 トン 
2018 年 食品取扱量 0 トン 
 うち他のフードバンクからの提供量  0 トン 

 
 
№112  

団体正式名称 
社会福祉法人 大分県社会福祉協議会 フードバンクおお

いた 
郵便番号 870-0907 
住所 大分県大分市大津町 2－1－41 
電話 097-558-3373 
FAX 097-558-1296 
メールアドレス oitavoc@oitavoc.jp 
ホームページ URL www.oitakensyakyo.jp/foodbank-oita/ 
基本理念 「もったいない」を「ありがとう」に。 
設立年（団体の設立年） 2016 年 6 月 
フードバンク活動の開始年 2016 年 6 月 
法人格の取得の有無 有 

取扱品 
加工食品（常温）、加工食品（冷蔵）、加工食品（冷凍）、

農産物 
提供の条件 賞味期限が１ヶ月以上残っているもの 

提供先 
児童養護施設、母子生活支援施設、自立援助ホーム、更生

支援施設、生活困窮者支援団体、子ども食堂等 
2016 年 食品取扱量 8 トン 
 うち他のフードバンクからの提供量  0 トン 
2017 年 食品取扱量 10 トン 
 うち他のフードバンクからの提供量  0 トン 



 

 

2018 年 食品取扱量 19 トン 
 うち他のフードバンクからの提供量  0 トン 

 
№113  

団体正式名称 
一般社団法人 大分こころのケアセンター フードバンク

東九州 
郵便番号 870-0251 
住所 大分県大分市大在中央一丁目 12 番 4－302 号 
電話 097-592-7302 
FAX 097-594-5562 
メールアドレス oitafood@kokono-care-center.or.jp 
ホームページ URL https://kokono-care-center.or.jp 

基本理念 
・精神障害者と引きこもりの方の社会参加と社会貢献への

支援。・食品ロス削減、ＣＯ２排出削減、格差縮少。 
設立年（団体の設立年） 2017 年 3 月 
フードバンク活動の開始年 2018 年 7 月 
法人格の取得の有無 有 

取扱品 
加工食品（常温）、加工食品（冷蔵）、加工食品（冷凍）、

農産物、水産物・畜産物など 

提供の条件 
賞味期限が１週間以内であっても、賞味期限までの日数が

残っているもの 
提供先 児童養護施設、個人支援、炊き出し、子ども食堂 
2016 年 食品取扱量 

 
 うち他のフードバンクからの提供量  

2017 年 食品取扱量 

 うち他のフードバンクからの提供量  

2018 年 食品取扱量 4 トン 
 うち他のフードバンクからの提供量  0 トン 

 
 
№114  

団体正式名称 フードバンクお助けマン霧島 
郵便番号 899-55106 
住所 鹿児島県霧島市隼人町内山田 1-3-37 
電話 0995-42-3212 
FAX 0995-50-2951 
メールアドレス K4329137@kadai.jp 
ホームページ URL http://npo-joystation.com/ 

基本理念 

フードバンク活動を通じて分かち合いの精神を実践して

「食品ロス削減」運動に企業と個人が参加できるシステム

を構築することを目的に活動しています。 
設立年（団体の設立年） 2014 年 3 月 
フードバンク活動の開始年 2016 年 6 月 
法人格の取得の有無 有 



 

 

取扱品 
加工食品（常温） 加工食品(冷蔵・チルド） 野菜・果物 
菓子 清涼飲料 日用品・雑貨・衣類 

提供の条件 配布食品は未開封・未使用、賞味期限１カ月前 

提供先 

 ①子ども食堂、②児童クラブ、③児童養護施設 、④老人施設 

 ⑤自立援助ホーム、⑥障害者施設、⑦生活困窮者支援団体  

⑧地方公共団体、民生委員  
2016 年 食品取扱量 5 トン 
 うち他のフードバンクからの提供量  5 トン 
2017 年 食品取扱量 10 トン 
 うち他のフードバンクからの提供量  9 トン 
2018 年 食品取扱量 30 トン 
 うち他のフードバンクからの提供量  27 トン 

 
№115  

団体正式名称 フードバンク日向（特定非営利活動法人申請中） 
郵便番号 883-0034 
住所 宮崎県日向市富高 6800－35 
電話 090-1192-9815 
FAX 0982-54-8466 
メールアドレス on_the_move_a@yahoo.co.jp 
ホームページ URL － 

基本理念 

誰もが食を分かち合える社会の実現。生まれてきた環境に

より満足に食事が摂れない。十分に教育が受けられない寂

しい思いをしているこどもを日向市からゼロにする。 
設立年（団体の設立年） 2019 年 1 月 
フードバンク活動の開始年 2019 年 1 月 
法人格の取得の有無 無 

取扱品 
加工食品（常温）、加工食品（冷蔵）、加工食品（冷凍）、

農産物、水産物・畜産物など 
提供の条件 賞味期限が１ヶ月以上残っているものなど 
提供先 児童養護施設、個人支援、子ども食堂等 
2016 年 食品取扱量 0 トン 
 うち他のフードバンクからの提供量  0 トン 
2017 年 食品取扱量 0 トン 
 うち他のフードバンクからの提供量  0 トン 
2018 年 食品取扱量 0 トン 
 うち他のフードバンクからの提供量  0 トン 

 
№116  

団体正式名称 ＮＰＯ法人フードバンクかごしま 
郵便番号 892-0831 
住所 鹿児島県鹿児島市船津町 1－11 
電話 099-226-9298 
FAX 050-3383-1066 



 

 

メールアドレス foodbank@ksnk.org 
ホームページ URL foodbank.ksnk.org 
基本理念 － 
設立年（団体の設立年） 2011 年 3 月 
フードバンク活動の開始年 2011 年 3 月 
法人格の取得の有無 有 

取扱品 
加工食品（常温）、加工食品（冷蔵）、加工食品（冷凍）、

農産物 
提供の条件 － 

提供先 

児童養護施設、母子生活支援施設、更生支援施設、障害者

施設、生活困窮者支援団体、炊き出し、災害支援団体、子

ども食堂等 
2016 年 食品取扱量 － 
 うち他のフードバンクからの提供量  － 
2017 年 食品取扱量 － 
 うち他のフードバンクからの提供量  － 
2018 年 食品取扱量 － 
 うち他のフードバンクからの提供量  － 

 
№117  

団体正式名称 
一般社団法人サポートセンターＨＯＰＥフードバンクやい

ま 
郵便番号 907-0002 
住所 沖縄県石垣市字真栄里 204－32 1－E 
電話 0980-88-6260 
FAX 0980-87-0732 
メールアドレス hope.okinawa@outlook.jp 
ホームページ URL － 
基本理念 子どもを守り母親と家族を励まし支える。 
設立年（団体の設立年） 2014 年 11 月 
フードバンク活動の開始年 2019 年 6 月 
法人格の取得の有無 有 
取扱品 加工食品（常温） 
提供の条件 賞味期限が１ヶ月以上残っているもの 
提供先 － 
2016 年 食品取扱量 0 トン 
 うち他のフードバンクからの提供量  0 トン 
2017 年 食品取扱量 0 トン 
 うち他のフードバンクからの提供量  0 トン 
2018 年 食品取扱量 0 トン 
 うち他のフードバンクからの提供量  0 トン 

 
 



 

 

№118  

団体正式名称 ＮＰＯ法人フードバンクセカンドハーベスト沖縄 
郵便番号 902-0073 
住所 沖縄県那覇市上間 200－1 ダイエイ A101 
電話 070-5533-4787 
FAX 098-853-3001 
メールアドレス info@2h-okinawa.org 
ホームページ URL https://www.2h-okinawa.org/ 

基本理念 
もったいない食品等を生かし、沖縄の中で困っている人た

ちに無償で食品を届ける活動。 
設立年（団体の設立年） 2007 年 10 月 
フードバンク活動の開始年 2007 年 10 月 
法人格の取得の有無 有 

取扱品 
加工食品（常温）、加工食品（冷蔵）、加工食品（冷凍）、

農産物、水産物・畜産物など 
提供の条件 賞味期限が１ヶ月以上残っているものなど 

提供先 

児童養護施設、母子生活支援施設、シェルター、自立援助

ホーム、更生支援施設、障害者施設、生活困窮者支援団

体、個人支援、老人施設、グループホーム、学校外学習生

活支援団体、子ども食堂等 
2016 年 食品取扱量 － 
 うち他のフードバンクからの提供量  － 
2017 年 食品取扱量 － 
 うち他のフードバンクからの提供量  － 
2018 年 食品取扱量 － 
 うち他のフードバンクからの提供量  － 

*表中の記号の見方は次の通り。 

－：回答がない 

食品取扱量の斜線：フードバンク活動開始前のため、ないしは取扱量を計量しておらずデータがない。 

  



 

 
 

 



 

 

事業実施者紹介  公益財団法人 流通経済研究所 

国内海外の流通・マーケティングに関する研究・調査・教育を行う公益研究機関。マーケティング・

流通の視座から経済や経営の課題を摘出し、課題解決の適切な提言をすることを使命とし研究を

行っています。設立：1966 年。2013 年４月に公益財団法人に移行しました。理事長：青山繁弘。 

＜事業内容＞ 

(１） 研究開発事業 

①店頭研究開発事業 

店頭研究開発事業では、「Shopper ＆ Merchandising Development : SMD 共同研究機構」

として、SMD 共同研究機構では、製配販が共同でショッパーに関する研究を進め、各社で活

用できるノウハウの構築に取り組んでいます。 

②テーマ別研究会事業 

量販チェーン政策研究会 メーカーの視点で市場、流通の変化をウオッチし、どのような対応をしてい

くべきかを検討し、提案する研究会です。 

流通業のための消費と 

流通の明日を読む研究会 

市場、流通の変化を捉え、卸売業、小売業など、わが国の消費と生産を結

ぶ流通業各社の営業とマーケティングのあり方を検討しようとするもので

す。 

ショッパー・マーケティング研究会 主要小売チェーンの売場づくりのトレンドやショッパーの動向を捉え、メーカ

ー・卸売業の売場提案や販促企画に役立つ情報を提供する研究会です。 

ネット・ショッパー研究会 ネットを介した購買の現状と今後をショッパーの視点から掘り下げ、食品・

日用品のネット購買対応戦略を考えます。 

情報連携ワークショップ･ 

ワーキンググループ 

製配販の効果的な情報連携を実現すべく、参加者（事業者）間の創発を通

じて、各層単独では解決できない課題の解決や未来への協働を目指した

活動です。 

サプライチェーン 

物流生産性研究会 

製･配･販および物流事業者の連携のもと消費財サプライチェーン全体の

物流生産性を高める施策を考えます。 

(２) 政策調査事業 

政府等公的機関からの委託事業・補助事業として、各分野の流通・産業政策調査・研究等を

実施しています。 

(３) 人材開発事業 

流通事業者向けに体系的な教育プログラム「流通ビジネススクール」を開講しています。 

(４) 情報サービス事業 

国内外の流通・マーケティングに関する各種情報を収集、情報提供しています。 

(５) 調査・コンサルティング事業 

民間企業の委託等により個別調査や研究をベースとしたコンサルティングを行っています。 

(６) その他 （政府・地方自治体等への委員の派遣、大学への講師派遣など） 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

平成 31 年度 持続可能な循環資源活用総合対策事業 

フードバンク実態調査事業 
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公益財団法人 流通経済研究所 

担当：主任研究員 石川友博  

 

〒102-0074 東京都千代田区九段南４-８-21 山脇ビル 10 階 

TEL：03-5213-4533  FAX：03-5276-5457 

 
本テキストの無断複写・複製・転載は固くお断りいたします。 

 



 

 
 

 



 

 
 

 


